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説

は

め

tこ

じ

論

我
が
国
の
組
合
の
圧
倒
的
多
く
は
、
企
業
別
組
合
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
組
合
員
、
と
り
わ
け
組
合
役
員
の
解
雇
は
、
組
合
活
動
に
決
定

的
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
る
。
被
解
雇
者
は
、
収
入
途
絶
と
い
う
経
済
的
不
利
益
を
蒙
る
と
と
も
に
組
合
活
動
の
場
か
ら
も
排
除
さ
れ
る
か

ら
で
あ
る
。
同
時
に
、
他
従
業
員
に
対
す
る
見
せ
し
め
的
効
果
も
絶
大
な
も
の
が
あ
る
。
か
よ
う
な
傾
向
は
、
組
合
の
組
織
基
盤
が
職
場
に

(
1〉

あ
る
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
も
ま
っ
た
く
同
様
で
あ
り
、
「
国
家
の
労
働
政
策
を
攻
撃
、

反
抗
す
る
た
め
の
使
用
者
の
最
善
の
手
段
は
、

ト
・
ハ

1
ト
レ

l
法
八
条
例

ωに
違
反
し
て
、
若
干
の
重
要
な
組
合
支
持
者
を
解
雇
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
の
指
摘
さ
え
な
さ
れ
て
い
る
。

実
際
に
も
、

タ
フ
ト
・
ハ
l
ト
レ

I
法
八
条
例

ω(労
働
組
合
の
組
合
員
た
る
こ
と
を
助
長
も
し
く
は
制
約
し
よ
う
と
し
て
、
採
用
、
雇
用

の
継
続
そ
の
他
の
雇
用
条
件
に
つ
き
差
別
を
す
る
こ
と
)
違
反
事
件
は
極
め
て
多
い
。
と
り
わ
け
、
組
織
化
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
最
中
や
交
渉

代
表
者
選
出
選
挙
の
前
後
、
即
ち
、
協
約
締
結
前
に
解
雇
さ
れ
る
例
が
最
も
多
い
と
い
わ
れ
る
。
組
合
活
動
に
対
す
る
影
響
も
そ
れ
だ
け
大
き

い
わ
け
で
あ
る
。

一
九
八

O
年
版
の

N
L
R
B
の
年
報
に
よ
っ
て
も
、
「
使
用
者
の
不
当
労
働
行
為
」
事
件
申
立
件
数
一
一
一
一
一
一
八
一
件
の
内
、

つ
ま
り
五
八
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
る
ほ
ど
で
あ
る
。

一
八
コ
二
五
件
、

も
っ
と
も
、
以
上
の
よ
う
な
反
組
合
的
解
雇
は
、
放
任
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
白
米
と
も
、
差
別
待
遇
の
一
類
型
と
し
て
、
そ
れ

を
明
確
に
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
被
解
雇
者
に
対
し
て
相
当
な
救
済
措
置
を
な
し
て
い
る
。
即
ち
、
我
が
国
で
は
、
労
働
委
員
会
が
、
使
用

者
に
対
し
て
パ
ッ
ク
・
ベ
イ
の
支
払
い
と
と
も
に
原
磯
に
復
帰
せ
し
め
る
こ
と
を
命
じ
て
い
る
。
端
的
な
救
済
方
法
と
評
価
で
き
よ
う
。
ア

メ
リ
カ
の

N
L
R
B
〈

Z
巳
芯
ロ
回
目
戸
田
ゲ
。
円
何
色
白
昨
日
。
ロ
∞
切
O
出
正
)
も
、

同
様
に
パ
?
ク
・
ベ
イ
の
支
払
い
と
再
雇
用
(
同
色

E
g
g
s
g乙

〈

5
)

不
当
労
働
行
為
た
る
解
雇
が
「
無
効
」
と
さ
れ
て

を
命
じ
て
い
る
。

ほ
ぽ
同
種
の
救
済
命
令
が
出
さ
れ
て
い
る
が
、
た
だ
、
我
が
国
で
は
、
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い
る
こ
と
か
ら
、
裁
判
所
も
賃
金
支
払
い
及
び
従
業
員
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
を
命
じ
て
い
る
。
我
が
国
に
お
け
る
不
当
労
働
行
為
事
件
処

理
の
顕
著
な
特
徴
は
、
こ
の
二
重
救
済
シ
ス
テ
ム
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
我
が
国
の
労
働
委
員
会
お
よ
び

N
L
R
B
の
な
し
て
い
る
上
述
の
救
済
措
置
は
、
完
全
に
定
着
し
、
ま
た
、
そ
れ
な
り
に
実

(

7

)

 

効
性
の
あ
る
救
済
命
令
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
バ
ッ
グ
・
ペ
イ
法
理
に
関
し
て
は
、
中
間
収
入
の
控
除
の
要
否
等
を
め
ぐ
り
日

(
8〉

米
と
も
に
活
発
な
論
議
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
と
「
復
職
」
命
令
の
法
理
に
関
し
て
は
、
日
米
と
も
こ
れ
と
い
っ
た
論
議
は
な
さ

門

9
〉

れ
て
い
な
い
。
「
原
職
復
帰
」
と
の
原
則
の
適
用
に
つ
き
、
一
般
的
に
問
題
と
な
る
よ
う
な
論
点
が
存
在
し
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

ら
は
、
個
別
ケ
i
ス
毎
の
処
理
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
論
争
の
起
爆
剤
と
な
る
よ
う
な
裁
判
例
も
存
し
な
か
っ
た
こ
と
を
も

意
味
す
る
。

た
し
か
に
、

原
職
復
帰
と
の
原
則
に
は
ま
っ
た
く
問
題
は
な
い
。

し
か
し
、
種
々
の
理
由
に
よ
り
、
「
原
職
復
帰
」
が
不
可
能
も
し
く
は

不
適
当
な
場
合
は
ど
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
実
務
上
色
々
な
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
原
職
復
帰
命
令
の
履
行
の
有
無
が
争

わ
れ
た
事
案
も
少
な
く
な
い
。
こ
う
な
る
と
使
用
者
の
人
事
権
と
の
関
連
で
デ
リ
ケ
ー
ト
な
問
題
が
生
ず
る
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
主
に
そ

れ
ら
の
論
点
を
中
心
に
原
職
復
帰
命
令
の
基
本
的
あ
り
方
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。
原
職
復
帰
命
令
は
、
組
合
活
動
の
場
を
具
体
的
に
確
保

ハ
印
〉

す
る
上
で
も
、
ま
た
、
労
働
を
し
た
い
と
い
う
労
働
者
の
要
求
の
実
現
と
の
側
面
に
お
い
て
も
、
そ
の
あ
り
方
の
検
討
は
極
め
て
重
要
と
思

原職復帰命令の法理論

わ
れ
る
。

一
、
二
章
で
ア
メ
リ
カ
法
上
の
論
議
を
ま
ず
検
討
す
る
。
そ
の
際
、

N
L
R
B
の
命
令
(
二
章
)
と
と
も
に
コ
モ
ン
・
ロ
ー

本
稿
で
は
、

及
び
仲
裁
上
の
処
理
(
一
章
〉
に
つ
い
て
も
言
及
し
た
い
。
こ
れ
ら
が
、

N
L
R
B
に
お
け
る
事
件
処
理
に
間
接
的
な
が
ら
影
響
を
与
え
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
次
に
、
三
章
で
は
、

日
本
法
上
の
処
理
に
つ
き
、
裁
判
上
争
わ
れ
た
事
案
を
中
心
に
検
討
を
く
わ
え
、
結
語
で
日
米
の

比
較
を
試
み
た
い
。
そ
れ
ら
を
通
じ
て
、
事
案
に
応
じ
た
実
効
性
の
あ
る
原
職
復
帰
命
令
と
は
い
か
な
る
も
の
か
、
を
追
求
し
て
い
き
た
い
。

そ
れ
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会
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N
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a
h
s
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2
Q
N
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¥
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(HN2-EL
開
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山
氏
。
ロ
)
・
(
巴
吋
∞
)
同
y

ロゲ

(

4

)

A

H

印

Z
V何
回
〉
ロ
ロ
ロ
内
同
】
問
団
唱
。
コ
・
同
】
-
u
・

(

5

)

医
療
法
人
新
光
会
事
件
(
昭
四
三
・
四
・
九
最
三
小
判
民
集
二
二
巻
四
号
八
四
五
頁
〉
。
こ
の
点
に
つ
き
詳
し
く
は
、
三
宅
正
男
「
不
当
労
働
行
為

の
民
事
的
救
済
に
伴
な
う
諸
問
題
」
兼
子
還
暦
論
文
集
『
裁
判
法
の
諸
問
題

ω』
(
一
九
六
九
年
)
、
手
塚
和
彰
「
労
働
組
合
法
七
条
の
私
法
上
の
効
力

に
つ
い
て
」
判
例
時
報
九
七
四
号
以
下
(
一
九
八
一
年
〉
参
照
。
本
稿
は
、
こ
の
点
は
論
述
対
象
と
せ
ず
、
も
っ
ぱ
ら
行
政
救
済
法
理
に
つ
い
て
検
討

を
く
わ
え
る
。

他
方
、
ア
メ
リ
カ
法
上
の
不
当
労
働
行
為
禁
止
規
定
は
、
あ
く
ま
で
行
政
救
済
の
準
拠
規
定
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
不
当
労

働
行
為
制
度
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
『
権
利
』
の
性
質
付
白
骨
」
北
大
法
学
論
集
二
六
巻
三
号
以
下
(
一
九
七
七
年
〉
参
照
。

(
6
〉
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
も

N
L
R
Bと
仲
裁
機
構
と
の
聞
で
類
似
の
問
題
が
発
生
し
て
お
り
、
最
近
の
重
要
論
点
の
一
で
あ
る
。
巧
---ES
』
-rgn-

自
ロ
』
W
5
-一2
5
の
-
N
F
E
r
-
ε
〉間
g
n『

F
E
E
Z
E
E
Z
Tゲ
F
E
E
-
-
3
5
5
E
U
3
E
2
3・
誌
の
え
た
E
-
N
E
P
-
-
(
H
S
S

H
Y
E∞凶一

(
U
C
B
E
E
f
d
E
-己
主
見
ぬ
ぐ
目
。
司
自
晶
子
。
、
H，E
ロ
仏
吋
C耳
目
仏
玄
0
5
2ユロ問。
E
Z
F何
回
∞
丹
白
ロ
仏
印
丘
ω
O
D
〉吋ゲユ
g
-
u
o
h
2
B
r
-
-
-

巴
坦
句
、
え
弓
・
。
¥
同
》
白
・
円
、
.NNE-
公
混
同
)
同
Y
叶

ω∞
・
等
参
照
。

(

7

)

も
っ
と
も
、
組
織
化
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
最
中
の
解
雇
は
、
組
合
活
動
に
与
え
る
影
響
が
大
き
い
の
で
、
救
済
の
遅
延
は
問
題
祝
さ
れ
て
い
る

(FE

s
r
d司
・
富
民
三
-DS
』
r
d
B
回
0
5
2
0
5・
ヨ
胃
弓
5
.
2
Q
N
N
Q宮
、

F
E
N
S
E
N
W
E
A・
(
H
S
C
司
・
広
三
回
q
g
Hり
・
宮
口
弓
ダ

6
2
E
B
-
-

ロ州民
o
q
u
u
E
2
E
]
C円

C
ロ
目
。
ロ
〉
缶
百
円
。
ロ
Z
U
E
Z
m
o
a昌
弘
札
口
闘
の
自
者
向
日
間
口
ωυω
口四
m
g
Z
L
列。
SOLS-
〉
g
oロ品目。ロ
Sw.-
品

N
E尚
昆
託
、
宮
内

同耐え
-
h
-
N
(
H
S
3
3・
8
∞Q
)

。
そ
こ
で
、
戸
与
口
片
岡
、
国
耳
目
耐
え
2
B
回
目
-
-
(
お
吋
∞
〉
は
、
当
該
事
案
に
つ
き
、

N
L
R
B
に
差
止
命
令
の
申
請
を

義
務
づ
け
る
規
定
を
有
し
て
い
た
が
、
同
法
案
は
成
立
に
い
た
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
き
拙
稿
「
タ
フ
ト
・
ハ
1
ト
レ

l
法
改
正
の
動
向
」
学
会

誌
労
働
法
五
五
号
(
一
九
八

O
年
)
参
照
。

(

8

)

拙
稿
「
米
国
に
お
け
る
パ
ッ
ク
ベ
イ
法
理
の
展
開
(
上
)
(
下
)
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
三
八

O
号
以
下
(
一
九
七
九
年
)
参
照
。

(
9
〉
再
雇
用
命
令
の
履
行
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
や
や
論
争
的
状
況
が
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
述
。

論

224 北法34(2・4)



(

ω

)

企
業
別
組
合
の
「
強
さ
」
は
、
同
一
職
場
に
お
け
る
労
働
を
通
じ
て
の
連
帯
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
復
職
が
実
現
す
る
か
否
か
は
決
定
的
で
あ

る。

章

ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る
「
違
法
」
解
雇
の
救
済

N
L
R
B
の
再
雇
用
命
令
は
、

ア
メ
リ
カ
の
労
使
関
係
上
、
も
し
く
は
労
働
法
上
い
か
な
る
地
位
を
占
め
る
か
。
そ
れ
を
理
解
す
る
た
め

に
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
解
雇
法
理
全
般
に
つ
い
て
概
観
し
て
お
き
た
い
。
具
体
的
に
は
コ
モ
ン
・
ロ
l
上
及
び
労
働
協
約
上
の
解
雇
規
制

に
つ
き
検
討
を
く
わ
え
る
。
そ
の
際
、
特
に
解
雇
が
「
違
法
」
に
な
っ
た
場
合
の
法
的
救
済
の
あ
り
方
に
注
目
し
た
い
。

他
の
先
進
資
本
主
義
国
と
は
異
な
り
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
現
在
に
い
た
る
も
解
雇
自
由
の
原
則
が
強
固
に
貫
か
れ
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
当
事
者
が
解
雇
の
自
由
を
制
限
す
る
約
定
(
契
約
期
間
の
有
期
化
、
協
約
に
よ
る
解
雇
事
由
の
限
定
等
)
を
し
な
け
れ
ば
、
使
用
者

は
、
原
則
と
し
て
、

い
つ
、

い
か
な
る
事
由
に
よ
っ
て
も
労
働
者
を
解
雇
し
う
る
。
も
っ
と
も
、
例
外
的
に
特
定
の
パ
ブ
リ
y

ク
・
ポ
リ
シ

ー
の
実
現
の
観
点
か
ら
あ
る
種
の
「
差
別
的
」
解
雇
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
。
組
合
員
、
人
種
、
性
、
年
齢
等
を
理
由
と
す
る
解
雇
で
あ
る
。

か
よ
う
な
解
雇
自
由
の
原
則
に
対
し
て
は
、
最
近
批
判
的
な
見
解
が
次
々
と
発
表
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
い
ま
だ
統
一
的

と
こ
ろ
で
、

原職復帰命令の法理論

か
よ
う
な
立
法
に
は
必
ず
し
も
賛
成
で
は
な
い
と
い
わ
れ
る
。

考
え
る
と
、
解
雇
自
由
の
方
が
組
合
に
加
入
す
る
メ
リ
ッ
ト
が
大
き
い
か
ら
で
あ
る
。
同
時
に
組
合
活
動
を
理
由
と
す
る
解
雇
に
つ
い
て
は

「
不
当
労
働
行
為
」
と
し
て
明
確
に
禁
止
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

な
解
雇
制
限
法
制
定
の
動
き
は
み
ら
れ
な
い
。

労
働
組
合
も
、

現
実
的
に

(

1

)

多
く
の
閣
で
は
、
以
下
の
法
律
に
よ
り
解
雇
に
は
正
当
事
由
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。
英
国
で
は
、

一
九
七
八
年
の
雇
用
保
護
(
統
合
〉
法
守
宮

225 北法34(2・5)



説

関
目
立
。
司
自
由
ロ
門
司
8
芯
色
。
ロ

(
n
g
g
E阻
止
。
ロ
)
〉
口
同
)
、
西
独
で
は
、
一
九
六
九
年
の
解
一
履
制
限
法
〈
関
口
邑
日
間
E
悶

gnyz斤

N
m
g
Z
N〉、

で
は
、
一
九
七
三
年
法
及
び
一
九
七
五
年
法
に
よ
る
。
な
お
、
復
職
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
出
2
Z江
戸
・

ω
r
a
g
g
』

y
a
m
m
o
-
g
g件。
g
o
E
a
白

河

O
B
E可同
D
H
C口
出
同
町
ロ
2
5
2
ω
白
ご
ロ
の
己
目
5
0
ロ
ζ
R
Z円。。ロロ
E
g
J
N由
同

JtA山
吉
司
片
品
詰
%
。
¥
。
。
革
、
白
3bHe内

h
b
g
〈
H由∞
H)
同M
-
A
田
町
叶
・

参
照
。

(

2

)

松
田
保
彦
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
解
雇
制
限
の
法
理
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
三
二
三
号
(
一
九
七
五
年
〉
参
照
。

(
3
)
Z
D
F
4
8
Z包
括
己
邑
口
開
5
1品。
g
a
aロ
回
同
巧
g
口問
E
E
R
E
H
m
m
日
目
。
口
三
可
件
。
叶
R
E
B
E
C三
三
ロ
の
8
ι
3
5
3
.

S
H
h応
、

d-h-NNE-(凶器。)日
y
H∞ω
∞・

プ
】
プ
・
ン
ス

論

付

コ
モ
ン
・
ロ

l
上
の
処
理

コ
モ
ン
・
ロ

l
上
、
雇
用
契
約
は
、
契
約
期
間
の
定
め
方
に
よ
り
、
期
間
の
定
め
の
あ
る
も
の
と
な
い
も
の
に
大
別
さ
れ
る
。
こ
の
期
間

の
有
無
及
び
長
さ
は
、
当
事
者
の
合
意
内
容
如
何
に
よ
る
が
、
原
則
と
し
て
そ
の
旨
明
確
に
合
意
し
て
い
な
い
か
ぎ
り
期
間
の
定
め
な
き
も

(
1
)
 

の
、
と
み
な
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
諸
般
の
事
情
(
交
渉
経
緯
、
企
業
慣
行
、
雇
用
の
性
格
等
)
か
ら
黙
示
的
に
期
間
の
定
め
あ
り
、
と
認

(
2
)
 

定
さ
れ
る
事
案
も
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
例
は
ご
く
ま
れ
と
い
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
雇
用
契
約
の
多
く
は
期
間
の
定
め
な
き
も

の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
期
間
の
定
め
な
き
契
約
に
あ
っ
て
は
、
使
用
者
は
、

いっ、

い
か
な
る
理
由
に
よ
っ
て
も
労
働
者
を
解
雇
し
う
る
。
解
雇
自

由
の
原
則
が
確
立
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
基
礎
と
な
る
の
は
、
「
義
務
の
相
互
性
(
自
己
吉
田
町
ミ
え

or--m由同日

gと
と
の
考
え
で
あ

〈

3
〉

り
、
そ
こ
で
は
、
解
雇
の
自
由
は
退
職
の
自
由
と
ま
っ
た
く
パ
ラ
レ
ル
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
以
上
の
原
則
に
対
し
て
は
、

近
時
、
学
説
上
種
々
の
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
職
務
保
持
(
す
ゲ

8
2
5
u
U
に
関
す
る
従
業
員
の
利
益
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
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は
注
目
に
値
す
る
が
、
こ
の
点
の
検
討
は
他
日
の
課
題
と
し
た
い
。

一
方
、
期
聞
の
定
め
の
あ
る
契
約
に
つ
い
て
は
、
そ
の
期
間
中
、
使
用
者
は
一
方
的
に
解
雇
を
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
正
当
な
理
由

(
職
務
患
慢
、
非
能
率
等
)
の
あ
る
場
合
に
の
み
解
雇
が
可
能
と
な
る
。

違
反
と
し
て
「
違
法
」
と
な
る
。

も
し
、

正
当
な
理
由
な
し
に
解
雇
を
し
た
ら
当
該
解
雇
は
、
契
約

で
は
、
違
法
解
雇
に
対
し
、
裁
判
所
は
い
か
な
る
救
済
を
な
し
う
る
か
。

一
応
、
次
の
二
つ
、

つ
ま
り
、
金
銭
的
救
済
と
復
職
措
置
が
考

え
ら
れ
る
。

ま
ず
、
前
者
か
ら
み
て
い
く
と
、
被
解
雇
者
と
し
て
は
次
の
よ
う
な
請
求
の
い
ず
れ
か
を
選
択
し
う
る
。

そ
の
一
は
、

損
害
賠
償

(E-

日
高
司
)
の
請
求
で
あ
る
。
雇
用
契
約
が
継
続
し
た
も
の
と
し
て
、
得
ベ
か
り
し
賃
金
相
当
額
を
請
求
し
う
る
。

減
義
務
法
理

E
0
2
ュ5
0
h
s
o広
田
豆
町

8
5
2
5
R
g
)
に
よ
り
、
中
間
収
入
も
し
く
は
相
当
な
努
力
を
す
れ
ば
得
る
こ
と
が
で
き

(

5

)

 

た
で
あ
ろ
う
賃
金
相
当
分
が
損
害
額
か
ら
控
除
さ
れ
る
。
こ
の
コ
モ
ン
・
ロ

l
上
の
法
理
が

N
L
R
B
の
パ
ッ
グ
・
ベ
イ
法
理
に
直
接
的
な

(
6
)
 

影
響
を
与
え
た
こ
と
は
、
す
で
に
論
じ
た
と
お
り
で
あ
る
。

こ
の
場
合
に
は
、

損
害
軽

そ
の
こ
は
、
康
状
回
復

(
B
E
E昨

日

g)
措
置
の
一
環
と
し
て
の
履
行
相
当
金

契
約
違
反
の
時
点
で
、
被
解
雇
者
が
契
約
を
解
除
し
、

額
〈
古
田
ロ
Z
B
自

2
5
5
の
請
求
で
あ
る
。

(
7
)
 

賃
金
を
請
求
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
三
と
し
て
、

そ
の
時
点
ま
で
提
供
し
た
労
務
分
の

準
労
務
提
供
法
理
(
口

8
2
2
n片山話
8
3
W巾
仏

。

n
E口
問
)

に
基
づ
く
請
求
が
考
え
ら

原職復帰命令の法理論

れ
る
。
解
雇
後
も
労
務
を
「
提
供
」
し
、
そ
れ
に
見
合
う
「
賃
金
」
を
請
求
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
被
解
雇
者
に
重
い
負
担
を
課
す
こ

と
に
な
る
の
で
、
現
在
で
は
こ
の
法
理
は
ほ
と
ん
ど
使
わ
れ
て
い
な
い
と
い
わ
れ
る
。

227 

次
に
、
後
者
の
復
職
措
置
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
我
々
の
関
心
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
点
に
こ
そ
注
目
し
た
い
。
結
論
を
先
に
い
え
ば
、
裁

判
所
は
、
こ
の
種
の
救
済
、
即
ち
、
ェ
ク
イ
テ
ィ
上
の
特
定
履
行

P
E
n
-『
山
口
官
民
耳
目

g
g
)
を
認
め
て
い
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
理
由

と
し
て
以
下
が
あ
げ
ら
れ
て
い
辺
。
①
損
害
賠
償
だ
け
で
十
分
な
救
済
で
あ
る
、

北法34(2・7)

②
復
職
の
た
め
に
は
使
用
者
の
協
力
が
不
可
欠
で
あ
る



説

が
、
そ
れ
を
強
制
し
え
な
い
、
③
履
行
の
有
無
を
具
体
的
に
監
督
す
る
の
が
閏
難
、
④
救
済
の
相
互
性
に
欠
け
る
(
退
職
者
に
対
し
て
は
奴

228 

論

隷
的
苦
役

c
g
a
g
z
q臼
R
i
p
-仏
叩
)
の
禁
止
の
立
場
か
ら
、
就
労
自
体
を
強
制
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
)
。

い
て
も
、
解
雇
と
退
職
が
パ
ラ
レ
ル
に
考
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
契
約
自
由
の
観
念
が
い
か
に
強
固
か
の
証
左
と
い
え
よ
う
。

結
局
、

救
済
の
側
面
に
お

北法34(2・8)

た
し
か
に
、
以
上
の
理
由
は
、
そ
れ
な
り
に
納
得
の
い
く
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
処
理
方
法
に
対
し
批
判
的
な
動
き
が
な

い
わ
け
で
は
な
い
。

こ
の
分
野
に
お
け
る
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
な
教
科
書
を
あ
ら
わ
し
て
い
る

U
o
r
Z
は
、
全
て
の
事
案
に
つ
き

以
上
の
理
由
が
あ
て
は
ま
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
と
し
て
、
特
定
履
行
が
必
要
な
事
案
が
存
す
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
ま
た
、
英
国

で
は
、
変
更
の
兆
が
具
体
的
に
あ
ら
わ
れ
て
お
り
、
国
巳
4
・
。
・
〉
・
司
氏

8
5
h
w
。
。
・
事
件
に
お
い
て
は
、
解
雇
を
禁
止
す
る
差
止
命
令

が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
際
、
裁
判
所
は
、
権
利
侵
害
に
対
し
て
は
法
的
救
済
が
必
要
で
あ
り
、
本
件
に
つ
い
て
は
損
害
賠
償
の
支
払
い

た
と
え
ば
、

は
ま
っ
た
く
不
適
当
な
救
済
で
あ
る
と
判
断
し
た
。
こ
の
点
に
関
し
て
も
今
後
の
動
き
に
注
目
し
た
い
。
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(

6

)

拙
稿
「
米
国
に
お
け
る
バ
ッ
ク
ベ
イ
法
理
の
展
開
(
下
〉
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
三
八
二
号
(
一
九
七
九
年
〉
一
二
六
頁
。

(

7

V

詳
し
く
は
、
田
中
和
夫
「
英
米
契
約
法
(
新
版
)
」
(
一
九
六
五
年
)
一
一
一
一
一
一
1

五
頁
参
照
。

ハ
8
〉
出
釦
口
U
c
p
o匂
-
a了間】・
NHH-

ハ
9
)
特
定
履
行
に
つ
い
て
も
、
最
近
は
要
件
緩
和
の
傾
向
に
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
樋
口
範
雄
「
契
約
の
特
定
履
行
」
問
中
英
夫
編
『
英
米
法
の
諸
相
』

(
一
九
人

O
年
)
参
照
。

(
柏
山

)
U
g
j
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0
0
σ
Z
-
M
N
S
H
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n
h
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(
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匂
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ミ
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同

(
5日
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叩
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U
D
σ
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・
0同
y
a
f
M
Y
S
H
・
も
っ
と
も
、
管
理
職

(
Z
O
E
H
Z
O〉
に
つ
い
て
は
問
題
が
あ
ろ
う
。
ロ
向
・
吋
・
〈
自

E
R
r
-
a
a
A
U
Y
E開
山
口
問
何
百
阿
佐
g
o
m

日ロ

ω宮
口
広
n
F
H同
C
H
B
E
n
0・J

品
。
ミ
・
。
・
ト
-
N
N
E
-
(呂田
C
-
Y
H∞・

〈
ロ
)
出
色

ωEqw胆
戸
釦
唱
え
関
口
問
}
担
ロ
仏
(
士
F
m
L
・〉

ds--
回。開
5
1
0『
B
四三
-u-UN∞・

(
日
〉
〔
包
戸
〕

ω
〉
口
開

-m-HU品、吋・

仁今

仲
裁
(
血
手
百
三
宮
口
)
制
度
上
の
処
理

ア
メ
リ
カ
法
上
、
解
雇
規
制
に
つ
き
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
は
、
労
働
協
約
に
基
づ
く
仲
裁
制
度
で
あ
る
。
多
く
の
協
約
は
、

と
定
め
る
と
同
時
に
、
当
該
条
項
の
解
釈
・
適
用

解
雇
も
し
く
は
懲
戒
処
分
を
な
す
に
は
正
当
な
事
由
(
吉
田
仲

2
5
0〉
が
必
要
で
あ
る
、

原職復帰命令の法理論

を
仲
裁
人
に
委
ね
て
い
る
。
労
働
者
の
職
の
保
障
心

$
8
2ュ
々
)
は
、
こ
れ
ら
の
条
項
を
通
じ
て
実
現
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

い
か
な
る
行
為
が
解
雇
の
正
当
事
由
に
あ
た
る
か
を
協
約
上
に
詳
細
に
定
め
て
い
る
例
も
少
な
く
な
い
が
、
抽
象
的
に
「
正
当
事
由
」
と

の
み
定
め
る
方
が
よ
り
一
般
的
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
仲
裁
人
と
し
て
は
、

に
は
、
長
期
欠
勤
、
機
械
や
製
品
の
損
壊
、

ケ
ー
ス
バ
イ
ケ
ー
ス
に
事
案
を
処
理
す
る
こ
と
に
な
る
。

不
正
行
為
、
職
場
で
の
飲
酒
等
が
解
雇
の
正
当
事
由
と
さ
れ
て
い
る
。

一
般
的

次
に
、
で
は
、
解
雇
が
協
約
に
違
反
す
る
と
み
な
さ
れ
た
ら
、

い
か
な
る
救
済
が
な
さ
れ
る
か
。
こ
の
救
済
内
容
に
つ
い
て
は
、
協
約
上
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説

明
示
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
仲
裁
人
の
広
範
な
裁
量
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。

は
な
し
〉
の
支
払
い
と
再
雇
用
を
命
じ
る
場
合
が
多
い
。
端
的
な
救
済
措
置
と
し
て
、
「
再
雇
用
」
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
点
に
注
目
し
た
い
。

な
お
、
こ
の
種
事
案
に
つ
い
て
は
、
被
解
雇
者
の
側
に
そ
れ
な
り
に
非
難
す
べ
き
と
こ
ろ
が
あ
る
場
合
が
少
な
く
な
い
の
で
、

は
、
諸
般
の
事
情
を
考
慮
し
て
か
な
り
柔
軟
な
事
案
処
理
を
し
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。

江
口
回
目
円
四
日
当
日
ロ
E
m
)
等
の
よ
り
軽
い
処
分
に
す
る
こ
と
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
。

一
般
的
に
は
、
バ
ッ
ク
・
ペ
イ
(
全
額
、

一
部
も
し
く

論

仲
裁
人

た
と
え
ば
、
停
職

p
g宮
口
回
目
。
乙
や
誼
貴
命
名
・

や
や
特
殊
な
例
と
し
て
は
、

ま
た
、

条
件
付
再
雇
用

(
た
と
え
ば
、

今
後
会
社
規
則
を
遵
守
す
る
と
の
誓
約
書
の
提
出
、

精
神
的
も
し
く
は
肉
体
的
適
格
性
の
証
明
書
の
提
出
を
条
件
に
再
雇
用

を
命
ず
る
)
や
、
先
任
権
の
喪
失
や
パ
ッ
ク
・
ペ
イ
放
棄
の
書
面
の
提
出
を
被
解
雇
者
に
義
務
づ
け
て
い
る
例
も
散
見
さ
れ
る
。
個
別
事
案

に
応
じ
た
柔
軟
か
っ
妥
当
な
処
理
が
追
求
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
仲
裁
裁
定
の
履
行
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
仲
裁
制
度
自
体
が
当
事
者
の
合
意
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
そ
の
履
行
は

比
較
的
う
ま
く
い
っ
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
こ
の
問
題
を
調
査
し
た
冨
n
U
2
5
0
=
と

Z
m訴
訟
富
岡
田
は
、
調
査
結
果
と
し
て
以

下
の
三
点
を
あ
げ
て
い
る
。
第
一
に
、
復
職
後
多
く
の
人
が
定
着
し
、
か
つ
勤
務
成
績
も
良
好
で
あ
る
。
第
二
に
、
企
業
規
模
が
大
き
い
ほ

ど
、
ま
た
、
勤
続
年
数
が
長
い
ほ
ど
復
職
が
成
功
す
る
確
率
が
高
い
。
第
三
に
、
当
該
裁
定
は
、
労
使
双
方
に
対
し
多
大
な
教
育
的
効
果
を

呂
田
町

5
3
E
の
調
査
も
、
使
用
者
が
復
職
者
の
仕
事
振
り
を
評
価

及
ぼ
し
、
そ
の
後
の
労
使
関
係
は
ス
ム
ー
ズ
に
い
っ
て
い
る
。

ま
た
、

し
て
い
る
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
し
て
い
る
。
た
だ
、
興
味
深
い
こ
と
に
、
使
用
者
は
仲
裁
裁
定
の
内
容
に
は
必
ず
し
も
満
足
し
て
い
な
い
こ

と
が
同
時
に
示
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
仲
裁
裁
定
は
、
仲
裁
人
の
広
範
な
裁
量
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
当
該
裁
定
は
当
然
に
当
事
者
を
拘
束
す
る
の
で
、

そ
の
内
容
の
当
否
に
つ
き
法
的
紛
争
が
発
生
す
る
余
地
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
も
っ
と
も
、
こ
の
仲
裁
に
関
し
て
は
、
近
時
N
L
R
B
の
事
件

処
理
管
轄
と
の
関
連
で
興
味
深
い
問
題
が
生
じ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
不
当
労
働
行
為
と
し
て
申
立
て
ら
れ
た
行
為
が
同
時
に
協
約
の
解
釈
・

北法34(2・10)230 
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説

一一章・

N
L
R
B
の
再
雇
用
命
令

論

ア
メ
リ
カ
法
上
解
雇
自
由
の
原
則
が
今
も
っ
て
維
持
さ
れ
て
い
る
の
で
、
解
雇
を
制
限
す
る
約
定
(
有
期
化
、
協
約
上
の
制
限
)
が
な
け

れ
ば
、
使
用
者
は
自
由
に
解
雇
一
を
な
し
う
る
。
し
か
し
、
当
該
解
雇
(
の
動
機
〉
が
特
定
の
パ
プ
リ
v
ク
・
ポ
リ
シ
ー
に
反
す
る
場
合
は
別

で
あ
る
。
そ
の
典
型
が
組
合
活
動
を
理
由
と
す
る
解
雇
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
、

N
L
R
B
は
、
救
済
措
置
と
し
て
パ
ッ
ク
・
ベ
イ
の

支
払
い
と
再
雇
用
を
使
用
者
に
命
じ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
本
章
で
は
、
こ
の
再
雇
用
命
令
を
め
ぐ
る
諸
問
題
に
つ
き
検
討
を
く
わ
え
る
。
ま

ず
付
で
は
、

い
か
な
る
場
合
に
再
雇
用
命
令
が
出
さ
れ
る
か
、
∞
で
は
、
当
該
命
令
の
基
本
的
あ
り
方
や
法
理
を
論
じ
た
い
。
ま
た
、
同
で

は
、
命
令
履
行
の
実
態
に
つ
い
て
も
言
及
し
た
い
。

付

再
雇
用
命
令
が
出
さ
れ
る
場
合

多
様
な
不
当
労
働
行
為
事
件
の
内
、
再
雇
用
命
令
が
出
さ
れ
る
の
は
概
ね
次
の
二
つ
の
場
合
で
あ
る
。

第
一
は
、

ス
ト
参
加
者
の
復
職
要
求
を
使
用
者
が
「
不
当
」
に
拒
否
し
た
場
合
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

日
本
法
上
あ
ま
り
問
題
に
な
ら
な
い

ア
メ
リ
カ
法
独
自
の
問
題
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

ア
メ
リ
カ
法
上
、
ス
ト
ラ
イ
キ
は
、
そ
の
目
的
に
応
じ
て
、
経
済
ス
ト
と
不
当
労
働
行
為
ス

ス
ト
参
加
者
の
復
職
の
権
利
も
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
取
扱
い
が
な
さ
れ
て
い
る
。

ト
(
不
当
労
働
行
為
に
抗
議
す
る
ス
ト
〉
に
二
分
さ
れ
、

使
用
者
が
ス
ト
参
加
者
の
な
し
て
い
た
職
務
を
遂
行
す
る
た
め
に
永
久
的
代
置
労
働
者

2
2
B
g
g同

2
1白
2
B
S仲
田
)
を
採
用
し
、
そ
の
結
果
「
空
席
」
が
な
く
な
っ
た
な
ら
ば
、
ス
ト
参
加
者
の
復
職
要
求
を
原
則
と
し
て
拒
否
し
う
る
。

つ
ま
り
、

前
者
に
つ
い
て
は
、

北法34(2・12)232 



他
方
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
復
職
の
権
利
は
完
全
に
認
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
以
上
の
各
事
案
に
お
い
て
、
ス
ト
参
加
者
に
対
す
る

復
職
拒
否
が
不
当
労
働
行
為
(
八
条
例

ω)
に
該
当
す
る
か
が
争
わ
れ
る
。
も
し
、
不
当
労
働
行
為
と
認
定
さ
れ
る
と
、

N
L
R
B
は
、
再

雇
用
命
令
を
出
す
こ
と
に
な
る
。
以
上
の
よ
う
に
第
一
の
場
合
は
、
復
職
要
求
拒
否
の
不
当
労
働
行
為
性
が
ス
ト
レ
ー
ト
に
争
わ
れ
る
わ
け

で
あ
る
。

第
二
は
、
不
当
労
働
行
為
た
る
解
雇
も
し
く
は
レ
イ
・
オ
フ
が
な
さ
れ
た
場
合
で
あ
る
。
不
当
労
働
行
為
(
八
条
例

ωも
し
く
は
八
条

ω

(

4

)

 ω)
と
認
定
さ
れ
る
と
、
端
的
な
救
済
と
し
て
被
解
雇
者
の
再
雇
用
が
命
じ
ら
れ
る
。
同
時
に
、
パ
ッ
ク
・
ベ
イ
の
支
払
い
、
不
作
為
命
令

及
び
ポ
ス
ト
・
ノ
ー
テ
ィ
ス
も
ほ
ぼ
定
型
的
に
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
は
、
こ
の
第
二
の
場
合
を
主
要
な
検
討
対
象
と
し
て
い
る
。

こ
の
差
別
的
解
雇
に
つ
い
て
は
、
救
済
の
あ
り
方
と
と
も
に
そ
の
成
否
の
認
定
が
重
要
な
論
点
で
あ
る
。
我
が
国
に
お
け
る
と
同
様
に
、

反
組
合
的
意
思
の
必
要
性
や
内
容
に
つ
き
種
々
論
議
が
な
さ
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
最
近
、

N
L
R
B
は
新
た
な
見
解
を
打
ち
出
す
に
い

た
っ
た
の
で
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
点
に
つ
い
て
も
簡
単
に
言
及
し
て
お
き
た
い
。
我
が
国
に
お
け
る
事
件
処
理
に
対
し
て
も
示
唆
に
と
む
も

の
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
同
じ
く
差
別
的
解
雇
と
い
っ
て
も
、

日
米
で
は
か
な
り
異
な
っ
た
仕
方
も
し
く
は
脈
絡
で
そ
の
成

否
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
あ
ら
か
じ
め
こ
の
点
に
関
す
る
ア
メ
リ
カ
法
上
の
事
件
処
理
の
特
徴
を
三
点
に
わ
た
り

原職復帰命令の法理論

指
摘
し
て
お
き
た
い
。

タ
フ
ト
・
ハ

l
ト
レ

1
法
八
条
例

ωは
、
組
合
活
動
や
組
合
員
た
る
こ
と
を
抑
制
す
る
た
め
に
な
す
差
別
と
と
も
に
、
そ
れ
を

「
助
長
・
促
進
」
す
る
た
め
の
差
別
を
も
禁
止
し
て
い
る
。
不
利
益
措
置
だ
け
で
な
く
優
遇
措
置
を
も
禁
止
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

第
二
に
、
八
条
例

ωと
の
関
連
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
同
条
文
は
、
組
合
活
動
上
の
諸
権
利
行
使
に
つ
き
干
渉
、
制
約
お
よ
び
強
制

を
く
わ
え
る
こ
と
を
包
括
的
に
禁
止
し
て
お
り
、
八
条
例

ω以
下
の
各
条
文
に
該
当
す
る
行
為
は
必
ず
例

ω違
反
と
も
み
な
さ
れ
る
(
号
己
目

第
)
に
、

北法34(2・13)233 



説

4
白

巴

4
0
4
-
o
-白
伸
一

o
ロ)。

他
方
、
八
条
例

ωに
の
み
該
当
す
る
行
為
も
あ
る

(zr匂
g宏
E

i。-丘町
O
己
。
問
題
と
な
る
の
は
、

ハ
6
〉

こ
の
場
合
に
は
、
反
組
合
的
動
機
の
立
証
は
必
要
で
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
同
じ
差
別
的
解
雇
で
あ
っ
て

も
、
そ
れ
が
糾

ωに
違
反
す
る
か
、
制

ωと
の
関
連
で
問
題
と
な
る
か
に
よ
っ
て
そ
の
成
否
が
微
妙
に
相
違
す
る
こ
と
は
あ
り
う
る
わ
け
で

(
7
〉

〈

8
)

あ
る
。
と
は
い
え
、
こ
の
点
に
関
す
る
最
高
裁
の
立
場
は
必
ず
し
も
あ
き
ら
か
で
は
な
い
。

後
者
に
つ

北法34(2・14)234 

い
て
で
あ
り
、

論

第
一
ニ
に
、
不
当
労
働
行
為
の
立
証
責
任
を
負
う
の
は
、

N
L
R
B
の
告
発
部
門
の
担
当
者
、

ロロ
8
C
で
あ
る
。
申
立
人
に
比
べ
て
、
資
力
、
ス
タ
ッ
フ
と
も
に
か
な
り
強
力
で
あ
る
。

最
終
責
任
者
は
事
務
総
長
(
の

g
m
E
-

。。.

い
か
な
る
場
合
に
差
別
的
解
雇
と
み
な
さ
れ
る
か
。
八
条
例

ωは
、
解
雇
一
般
を
規
制
す
る
も
の
で
は
な

く
、
組
合
活
動
や
組
合
員
た
る
こ
と
を
理
由
と
す
る
解
雇
の
み
を
禁
止
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
解
雇
に
正
当
な
理
由
が
な
い
こ
と
は
決

定
的
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
当
該
解
雇
が
組
合
活
動
を
抑
制
(
も
し
く
は
助
長
)
す
る
こ
と
の
積
極
的
な
立
証
が
必
要
な
わ
け
で
あ
る
。
こ

の
点
に
つ
い
て
は
、
反
組
合
的
「
意
図
」
と
組
合
活
動
に
与
え
る
「
効
果
」
と
の
観
点
か
ら
種
々
の
見
解
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。

さ
て
、
本
題
に
も
ど
っ
て
、

と
こ
ろ
で
、
具
体
的
紛
争
に
な
る
と
、
使
用
者
が
「
正
当
な
」
解
雇
理
由
の
存
在
を
主
張
す
る
場
合
が
多
い
。

い
わ
ゆ
る
、
解
雇
理
由
の

「
競
合
」
の
問
題
が
生
じ
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
色
々
な
立
場
が
採
ら
れ
て
い
る
。

と
、
次
の
よ
う
な
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
と
し
て
、
差
別
的
解
雇
と
認
定
す
る
に
は
、
組
合
に
対
す
る
敵
意
が
解
雇
の
決
定
的
動

機

E
O
B
5
8昨
日
2
2乙
で
あ
る
こ
と
の
立
証
を
要
す
る
。
そ
の
こ
と
し
て
、
反
組
合
的
意
図
が
な
け
れ
ば

9
5
甘
乙
解
雇
さ
れ
な

か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
の
立
証
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
三
と
し
て
、
解
雇
の
部
分
的
な
動
機
(
宮
吋
片
山
田
-
5
0丹
守
己
が
反
組
合
的
な
も
の
で

あ
れ
ば
足
り
る
。
我
が
国
で
い
う
、
決
定
的
動
機
説
、
相
当
因
果
関
係
説
、
条
件
説
が
そ
れ
ぞ
れ
主
張
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
い
ず

れ
が
有
力
か
は
必
ず
し
も
あ
き
ら
か
で
は
な
い
、
と
い
わ
れ
る
。

ま
ず
、
裁
判
例
に
つ
い
て
み
て
い
く

他
方
、

N
L
R
B
自
身
の
立
場
は
若
干
の
変
遷
を
み
た
も
の
の
、

者同

-h刷宮ピ
ロ
叩
事
件
(
一
九
八

O
年
)
で
以
下
の
よ
う
な
見
解
を
と



る
に
い
た
っ
た
。

「
第
一
に
、
保
護
さ
れ
る
べ
き
(
組
合
)
活
動
が
、

使
用
者
の
(
解
雇
〉
決
定
の
動
機
で
あ
っ
た
と
の
推
定
を
支
持
す
る

原職復帰命令の法理論

の
に
十
分
な
一
応
守
江
口

g
p
nぽ
〉
の
立
証
を
事
務
総
長
が
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
立
証
が
な
さ
れ
る
と
、
今
度
は
使
用

(
刊

m
v

者
が
、
た
と
え
保
護
さ
れ
る
べ
き
活
動
が
な
く
と
も
同
一
の
処
分
が
な
さ
れ
た
こ
と
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。
所
謂
、
立
証
責
任
の

(
げ
)

「
転
換
」
と
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
本
決
定
の
具
体
的
適
用
や
本
決
定
に
至
る
ま
で
の
経
緯
は
、
日
本
法
の
事
件
処
理
に

対
し
て
も
示
唆
に
富
む
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
本
格
的
検
討
は
他
日
を
期
し
た
い
。

〈
泊
四
)

な
お
、
以
上
の
各
論
議
は
、
組
合
活
動
を
理
由
と
す
る
従
業
員
の
解
雇
も
し
く
は
復
職
要
求
の
拒
否
の
事
案
を
前
提
と
し
て
い
る
。
そ
れ

ら
は
再
雇
用
命
令
が
出
さ
れ
る
典
型
的
な
事
案
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
の
事
案
に
つ
い
て
も
再
雇
用
命
令
が
出
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。

ま
ず
、
タ
フ
ト
・
ハ
l
ト
レ
l
法
八
条
例
制
は
、

N
L
R
B
の
手
続
に
お
い
て
申
立
や
証
言
を
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
被
用
者
を
解
雇

(
叩
印
)

す
る
こ
と
を
禁
止
し
て
い
る
。
同
条
違
反
の
解
雇
に
対
し
て
も
、
再
雇
用
命
令
が
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
当
然
の
措
置
と
い
え
よ
う
。

円
相
叫
)

次
に
、
注
目
す
べ
き
は
、
タ
フ
ト
・
ハ

l
ト
レ

l
法
の
保
護
下
に
な
い
監
督
的
地
位
に
あ
る
被
用
者
公
名
2
1
3乙
に
対
す
る
解
雇

門包
V

も
、
場
合
に
よ
れ
ば
不
当
労
働
行
為
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

Z
F列
切
〈
・
巴
R
R。
冨
2
2
m
呂
町
ぬ
・
。
。
・
事
件
で
は
、

N
L
R
B
の
手
続
で
証
言
し
た
こ
と
を
理
由
と
す
る
解
雇
一
が
八
条
例

ω違
反
と
認
定
さ
れ
、
再
雇
用
命
令
が
出
さ
れ
て
い
る
。
同
法
の
政
策

実
施
に
不
可
欠
な
措
置
と
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
こ
の
種
事
案
は
必
ず
し
も
珍
し
い
も
の
で
は
な
い
、
と
い
わ
れ

〈

忽

〉る。

も
し
、

(

1

)

詳
し
く
は
、
塚
本
重
頼
『
労
使
問
題
労
使
紛
争
の
法
理
』
(
一
九
七
四
年
〉
七
|
三

O
頁
、
蔦
川
忠
久
「
ス
ト
ラ
イ
キ
と
被
用
者
の
地
位

ω」
熊

本
大
学
教
養
部
紀
要
人
文
・
社
会
科
学
編
一
五
号
(
一
九
八

O
年
)
二
七
頁
参
照
。

(
2
〉
も
っ
と
も
、
復
織
の
権
利
は
次
第
に
保
護
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
、
と
い
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、

Z
F何回〈・

2
冊目同君。
D
仏

吋

S
F円。
0

・・
ω
∞U
C
・ω・

ω
a
S
S
U
E
-色
g
p・・
5
Z
F
E
Z
-
5〈

H
8
8
0
こ
れ
ら
の
事
案
に
つ
い
て
は
前
掲
・
塚
本
論
文
参
照
。
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説

(
3
〉
同
条
文
は
、
差
別
的
取
扱
い
全
般
を
禁
止
し
て
い
る
が
、
多
く
の
場
合
、
解
雇
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
解
雇
以
外
に
は
、
採
用
拒
否
、
昇
格
・
賃

金
差
別
等
が
争
わ
れ
て
い
る
。
富
円
。
E--c口
r
h
w
回
Q

同E
E
P
D℃・口
F
F
M】-
H
8・

(
4
〉
組
合
が
、
使
用
者
を
し
て
、
八
条
例
叫
に
違
反
し
て
差
別
的
取
扱
い
を
な
さ
し
め
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
。

(

5

)

タ
フ
ト
・
ハ

l
ト
レ
1
法
七
条
は
、
団
結
活
動
を
差
し
ひ
か
え
る
(
門
広
g
E
p
o
s〉
権
利
を
も
同
時
に
保
障
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
ユ
ニ
オ
ン
・

シ
ョ
ッ
プ
協
定
は
一
定
の
要
件
の
下
、
法
認
さ
れ
て
い
る
(
外
尾
健
一
「
F
ブ
ト
・
ハ

l
ト
レ
1
法
下
の
ユ
ニ
オ
ン
・
シ
ョ
ッ
プ
制
」
社
会
科
学
研
究

二
六
巻
三
・
四
号
(
一
九
七
五
年
)
参
照
)
。

(
6
)
{
υ
E
ュg
』・

ζ
0
5由・同
J
F
U内
定
守
、
言
内
ト
bF。、

h
n
N
E
(
H
S
H
)
匂・

2
・

(
7
〉』
c
-
Z目。・

0
2
5
8・食
ωontoロ
∞
(
凶
〉
(
叫
)
色
町
円
r
o
Z
F
H
N∞
百
円
山
手
町
肘
向
。
吋
丹
吉
岡
ロ
Z
E
Z
Hり
5
0
開

5
1
c官
。

(UFO-口
ou--UN
同
3bAWC誌な・

。¥(リ
h
v

帆町民牛肉。~ぃ・河内
Jq
・〈包∞印〉同】・吋印。・

(

8

)

宮
ミ
ユ
人
毛
・
門
戸
了
目
M

・ョ・

(
9
)
N
L
R
B
手
続
に
お
け
る
、
行
政
庁
主
導
性
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
不
当
労
働
行
為
制
度
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
『
権
利
』
の
性
質
ハ
門
口
白
」
北
大

法
学
論
集
二
六
巻
二
号
以
下
(
一
九
七
七
年
)
参
照
。

(
叩
)
同
州
向
L
5
。
R
B『ぶ

C
ロ
-C39同
(
U
C
B
5
2口
正
、
F
-
m
m叫白℃
r
o
a
C
E
-
oロ
〈
-ZFHN∞
-
記
叶

d
・ω
-
H吋
〈
S
E
)・

(
日
)
同
EL--
兄
島
は
、
反
組
合
的
意
図
が
な
か
っ
た
と
の
使
用
者
の
主
張
に
対
し
、
「
(
組
合
活
動
を
)
助
長
や
制
約
す
る
結
果
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と

は
、
そ
の
よ
う
な
結
果
を
意
図
し
た
と
推
定
し
う
る
」
と
反
駁
し
て
い
る
。

(

ロ

〉

Z
F
E
F
2
3
F
2
P
G
-
-
8
宅
-
立
E
H
〈

E

H
・

5
H
)・

(日
)
Z
F一m
w
〈・
4
司

E
仲
間

O
E
E
n
z
o
の
D4ω
言

司

-
N
仏
印
吋
白
色
〉
印
喧

HU弓)・

(HH〉
ω・
〉
・
出

g-u刊の
0・ぐ
-
Z
F
m
H
Y
A
S
E
-
-
N
仏
ω広

((U〉
H0・
巴
叶
。
)
・

(
ぱ
M

)

の

asg-D℃
-a了間】・
5
∞
・
な
お
、
フ
レ
ー
ム
は
と
も
あ
れ
、
差
別
の
認
定
材
料
と
し
て
、
①
被
用
者
の
組
合
活
動
を
知
っ
た
直
後
に
な
さ
れ
る
、

②
使
用
者
の
主
張
す
る
理
由
に
よ
り
解
雇
さ
れ
た
例
な
し
、
③
組
合
に
対
す
る
敵
意
の
一
環
と
し
て
解
雇
が
な
さ
れ
る
、
④
解
雇
事
由
に
つ
き
矛
盾
し

た
説
明
を
な
す
、
等
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
(
宮
内
の
ロ
ロ
O凸
r
h
w
∞
2
5
z
s・
a
-
n
F了
間
Y
G
C。

(
日
叩
〉
巧
同
日
開
Z
H
Lロ
P
N
2
Z円、何回

5
E
〈巴∞
Q
)
・
2
5
g
-

(
げ

)ω
・
初
回
口
}
百
三
岡
山
0
2ロ
宮
内
向
・
食
(
U
E
Bロ
件
。
2
巳
品
目
。
己
主

F
o
Z戸
別
∞
l
岡山
B
1
9
3
0
豆
一
ω
S
E口
口
同
自
民
回
B
U
沙
門
別
と
2
Zロ
m
∞
S
丘

E命
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同NOBaum-J
吋
阿
草
地

VNミ
町
内
河
内
向
島
民
。
ま
N
t
h

合
唱
∞
己
同
Y
E∞
・
は
、
一

O
条
例
の
規
定
(
解
雇
に
正
当
事
由
あ
れ
ば
N
L
R
B
は
再
雇
用
を
命

じ
て
は
な
ら
な
い
)
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

N
L
R
B
は
安
易
に
再
雇
用
を
命
じ
て
い
る
と
の
批
判
を
な
し
て
い
る
。

(
叫
凶
)
タ
ブ
ト
・
ハ

1
ト
レ
l
法
二
条
ゅ
は
、
解
雇
後
、
実
質
的
に
同
等
の
職
を
得
て
い
な
い
者
も
「
被
用
者
〈
O
B
1
0
3ゆ
と
に
含
ま
れ
る
、
と
定
義
し

て
い
る
。
そ
こ
で
、
被
解
雇
者
が
実
質
的
に
同
等
の
職
を
得
た
場
合
に
も
、
再
雇
用
を
命
じ
う
る
か
が
問
題
に
な
る
。
最
高
裁
は
、
「
そ
う
す
る
こ
と

が
N
L
R
B
の
政
策
実
施
に
プ
ラ
ス
に
な
る
と
思
料
す
る
な
ら
ば
」
再
雇
用
を
命
じ
う
る
と
判
示
し
た
。
同
山
}
邑
℃
ωUOLmo(UDHHV・
d
-
Z
F一河田
-UHu

d
・ω・
H
3
0
E
H
)・

(叫臼〉

Z
F何
回

4
・
ωnr同2
0ロ
o
p
品
(
}
印

C
・ω・
ロ
叶
(
H
S
N
)
・

(
却
〉
二
条

ωは
、
田
口
宮
3
2
2
は
「
被
用
者
」
な
ら
ず
と
定
め
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
以
下
の
事
案
で
は
八
条
例
制
が
適
用
さ
れ
て
い
な
い
。
白
毛
2
・

4
2
2
の
定
義
は
二
条
帥
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。

(
幻

)ω
∞由司・日仏
m
H

〈(
U
〉
A
H

・
H

由∞∞)・

(
沼
〉
ロ

gm]白血
ω・
寄
り

D
E
7
w
F
5
2
r
。
・
出

=
F
ミ
E
N
W
河
内
苦
言
凡
な
h

・¥町、

q
p
p守
守
宮
、
平
島
町
民
町
内
・

(
5
5
1
5・

仁3

再
雇
用
命
令
の
法
理

ワ
グ
ナ

1
法
一

O
条
例
は
、
「
本
法
の
政
策
を
実
効
あ
ら
し
め
る
た
め
に
、

ハ
ッ
ク
・
ペ
イ
を
伴
う
、

も
し
く
は
伴
わ
な
い
被
用
者
の
再

原職復帰命令の法理論

雇
用
(
同
即
日
E
E芯
B
m
E
O同

g
t
O
3
2
)
な
ど
の
積
極
的
措
置
(
曲
目
門
田
丘
町
四
回
目
巳
Oロ
)
」
を
使
用
者
に
命
じ
う
る
、

と
明
確
に
定
め
て

い
る
。
そ
こ
で
、

N
L
R
B
は
、
そ
の
運
営
当
初
よ
り
ほ
ぼ
定
型
的
に
再
雇
用
命
令
を
出
し
、
そ
の
後
完
全
に
定
着
し
た
。
そ
の
過
程
に
お

い
て
、
再
雇
用
命
令
の
基
本
的
あ
り
方
に
つ
い
て
の
本
格
的
論
争
は
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
。
も
っ
と
も
、
個
別
事
案
と
の
関
連
で
は

多
様
な
紛
争
が
発
生
し
て
い
る
。

N
L
R
B
は、

そ
れ
ら
の
処
理
を
通
じ
て
、

再
雇
用
命
令
の
法
理
と
も
い
う
べ
き
も
の
を
形
成
し
て
き

た
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
そ
れ
を
、
制
再
雇
用
命
令
の
基
礎
と
な
る
考
え
、
制
再
雇
用
命
令
の
名
宛
人
、
制
再
雇
用
命
令
の
具
体
的
あ
り
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説

方
、
の
論
点
に
区
分
し
、
順
次
検
討
し
て
い
き
た
い
。

論

)
 

唱

A''E
、
再
雇
用
命
令
の
基
礎
と
な
る
考
え

再
雇
用
命
令
の
基
礎
と
な
る
考
え
は
な
に
か
。
な
に
ゆ
え
N
L
R
B
は
使
用
者
に
対
し
被
解
雇
者
の
再
雇
用
を
命
じ
う
る
か
。
こ
の
点
に

こ
れ
と
い
っ
た
論
議
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。

(
1〉

被
解
雇
者
を
原
職
に
復
帰
せ
し
め
る
こ
と
が
最
も
端
的
な
原
状
回
復
措
置
で
あ
る
、
と
の
考
え
に
つ
き
る
。

つ
い
て
は
、

ワ
グ
ナ
l
法
の
立
法
史
を
緩
い
て
も
そ
の
後
の
裁
判
例
を
フ
ォ
ロ
ー
し
て
も
、

コ
モ
ン
・
ロ

1
上
の
原
則
を
大

幅
に
転
換
す
る
当
該
措
置
に
つ
き
ほ
と
ん
ど
議
論
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
や
や
意
外
な
感
が
す
る
。
以
下
で
は
、
こ
の
点
を
め
ぐ
る
立
法

史
お
よ
び
関
連
判
決
を
概
観
し
た
い
。

被
解
雇
者
に
対
す
る
救
済
措
置
と
し
て
の
「
再
雇
用
」
は
、
す
で
に

N
I
R
A
期
の

N
L
R
B
に
よ
っ
て
命
じ
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
考
え

前
述
の
よ
う
に

N
L
R
B
は
再
雇
用
を
命
じ
う
る
と
明
文
を
も
っ
て
定
め
る
に
い
た
っ

が
ワ
グ
ナ
l
法
に
結
実
し
、
同
法
一

O
条
例
は
、

た
。
こ
の
立
法
過
程
に
お
い
て
同
条
文
の
表
現
は
若
干
の
変
遷
を
み
た
。

を
伴
う
、
も
し
く
は
伴
わ
な
い
被
用
者
の
再
雇
用
」
と
の
文
言
で
は
な
く
、
単
に
「
原
状
回
復

p
g吾
巳
芯
ロ
)
」
と
の
用
語
が
使
わ
れ
て

(
4
)
 

い
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
こ
れ
が
現
行
規
定
の
よ
う
に
修
正
さ
れ
る
の
は
上
院
教
育
労
働
委
員
会
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
提
案

す
な
わ
ち
、

提
出
時
の
法
案

ω・
5
g
で
は
、
「
バ
ッ
グ
・
ベ
イ

内
容
及
び
修
正
に
つ
い
て
特
段
の
議
論
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。

タ
フ
ト
・
ハ

1
ト
レ

l
法
に
お
い
て
、
解
雇
等
に
正
当
事
由

Q
2
2
5
0
)
あ
る
場
合
に
は
、

(
5〉

命
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
の
規
定
が
挿
入
さ
れ
た
。
文
言
上
は
、
救
済
の
あ
り
方
に
つ
き
制
限
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
実
質
は
、
あ
く
ま

(

6

)

 

で
も
不
当
労
働
行
為
の
認
定
に
関
す
る
も
の
だ
と
い
わ
れ
る
。
実
際
の
運
営
も
そ
う
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
修
正
に
お
い
て
も
、

そ
の
後
、

N
L
R
B
は
一
持
雇
用
命
令
を
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再
雇
用
命
令
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
討
論
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
結
局
、
議
会
に
お
い
て
は
、

く
な
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

一
貫
し
て
本
格
的
論
議
は
ま
っ
た

か
よ
う
な
状
況
は
裁
判
例
に
お
い
て
も
ほ
ぼ
同
様
で
あ
り
、
再
雇
用
命
令
の
基
本
的
あ
り
方
に
関
す
る
本
格
的
な
論
議
は
ほ
と
ん
ど
み
ら

差
別
的
解
雇
に
対
す
る
慣
行
的
な
是
正
手
段

P
8
3止。
E
s
q
m
E
g
r
で
あ
る
、
と
か
、

彼
ら
が
使
用
者
の
な
し
た
明
白
な
不
当
労
働
行
為
の
被
害
者
で
あ
る
、

れ
な
い
。

せ
い
ぜ
い
、
「
再
雇
用
は
、

「
被
解
雇
者
に
対
す
る
無
条
件
の
再
一
雇
用
は
、

ら
相
当
と
さ
れ
る
」
と
か
の
判
断
が
示
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

と
の
単
純
な
理
由
か

(2) 

再
雇
用
命
令
の
名
宛
人

再
雇
用
命
令
の
名
宛
人
、

つ
ま
り
、
再
雇
用
が
義
務
づ
け
ら
れ
る
の
は
、
当
該
解
雇
を
な
し
た
使
用
者
で
あ
る
。
こ
の
点
は
ま
っ
た
く
異

事
案
に
よ
っ
て
は
誰
が
名
宛
人
に
な
る
か
、

る
。
以
下
が
そ
の
具
体
例
で
あ
る
。

第
一
は
、
組
合
が
使
用
者
を
し
て
、
差
別
的
解
雇
を
な
さ
し
め
た
場
合
で
あ
り
、

論
を
み
な
い
が
、

そ
れ
に
よ
っ
て
救
済
の
あ
り
方
が
制
約
さ
れ
る
か
、

ま
た
、

が
問
題
に
な

原職復帰命令の法理論

ア
メ
リ
カ
法
独
自
の
問
題
で
あ
る
。
ま
ず
、
使
用
者
と

(
9
)
 

組
合
が
と
も
に
解
雇
に
つ
き
責
任
が
あ
る
場
合
(
八
条
例

ωお
よ
び

ωω
違
反
)
に
は
、
使
用
者
に
対
し
再
雇
用
命
令
が
出
さ
れ
る
。
こ
の

事
案
で
は
、
通
常
の
解
雇
事
件
と
同
種
の
救
済
が
な
さ
れ
る
。
し
か
し
、
も
っ
ぱ
ら
組
合
の
み
が
解
雇
に
責
任
を
負
う
べ
き
事
案
で
は
、
再

雇
用
は
命
じ
ら
れ
な
い
。
使
用
者
に
責
任
が
ま
っ
た
く
な
い
か
ら
で
あ
る
。
再
雇
用
に
は
反
対
し
な
い
(
口
。

o
v
τ
2
5己
と
の
通
知
を
使

(
印
)

用
者
に
出
す
こ
と
だ
け
が
、
組
合
に
命
じ
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
必
ず
し
も
復
職
が
実
現
す
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
の
で
、
救
済
措
置
と
し
て

(
U
)
 

ま
こ
と
に
不
十
分
と
の
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
。
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説

ア
メ
リ
カ
不
当
労
働
行
為
法
上
の
重
要
論
点
の

第
二
は
、
企
業
承
継
者

(
m
s
s
g
o
H
)
の
事
例
で
あ
る
。
企
業
承
継
者
の
救
済
責
任
は
、

論

一
で
あ
り
、
再
雇
用
命
令
の
名
宛
人
を
め
ぐ
っ
て
も
種
々
論
議
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
最
近
、
最
高
裁
が
の
0
5
g
ω
S
5
切

o
E
U
m

門

沼

)

の。・
4
・
Z
F
m∞
事
件
に
お
い
て
、

次
の
よ
う
に
判
示
し
た
の
で
こ
の
点
は
一
応
の
結
着
を
み
た
。

N
L
R
B
が
、
使
用
者
及
び
「
役
員
、

承
継
者
も
し
く
は
譲
受
人
」
に
対
し
再
雇
用
お
よ
び
パ
ッ
ク
・
ベ
イ
の
支
払
い
を
命
じ
た
場
合
に
は
、

不
当
労
働
行
為
の
存
在
を
知
っ
て
継

承
し
た
使
用
者
に
対
し
て
も
再
雇
用
を
命
じ
う
る
、
と
。
不
当
労
働
行
為
の
存
在
を
知
っ
て
承
継
し
た
点
を
特
に
重
視
し
た
わ
け
で
あ
る
。

(3) 

再
雇
用
命
令
の
具
体
的
あ
り
方

N
L
R
B
は
、
再
雇
用
措
置
に
つ
き
、

ほ
ぼ
次
の
よ
う
な
定
型
で
命
令
を
出
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
使
用
者
は
、
被
解
雇
者
に
対
し
て
、

「
以
前
享
受
し
て
い
た
先
任
権
や
他
の
諸
権
利
を
侵
害
す
る
こ
と
な
〈
、

原
職
へ
、

も
し
そ
れ
が
存
在
し
な
け
れ
ば
原
職
と
実
質
的
に
同
等

な
職
へ
、

即
時
に
か
つ
完
全
に
再
雇
用
す
る

(
E
B
E
E
Z
S
L
P回
日
広
三
曲
丹
市
白
叩

E
Z
H
Y冊
目
同
『

O
H
B
2
y
z・
。
ァ
民
同

r
g
m
y
g

〈
市
川
〉

出

O
}
g
m将
司

巾

同

町

田

ゲ

吉

田

Z
F
E
E
E
}可

2
E
S
F
E
旬。阻止日

05)」
旨
の
申
し
出
を
せ
よ
、
と
。
再
雇
用
す
る
と
は
、
「
原
職
」
復
帰
の
実

現
を
意
味
し
、
そ
れ
が
不
可
能
な
場
合
に
は
、
実
質
的
に
同
等
な
職
へ
就
労
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
な
わ
け
で
あ
る
。
以
上
の
原
則
に
つ
い
て

は
ま
っ
た
く
問
題
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
具
体
的
展
開
に
な
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
多
様
な
紛
争
が
発
生
し
て
い
る
。

ま
ず
、
最
大
の
争
点
は
、
使
用
者
の
な
す
再
雇
用
の
「
申
し
出

(oF乙
」
の
あ
り
方
に
関
す
る
。

つ
ま
り
、
使
用
者
に
義
務
づ
け
ら
れ

る
の
は
、

再
雇
用
の
「
申
し
出
」
を
す
る
こ
と
で
あ
り
、

も
っ
ぱ
ら
被
解
雇
者
の
選
択
に
委
ね
ら

実
際
そ
れ
に
応
じ
て
復
職
す
る
か
は
、

れ
て
い
る
。

N
L
R
B
の
手
続
が
職
権
主
義
的
で
あ
り
、
救
済
に
つ
き
必
ず
し
も
被
解
雇
者
の
意
向
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
ば
か
ぎ
ら
な
い

《
国
】

か
ら
で
あ
る
。
わ
が
国
で
の
事
件
処
理
と
は
こ
の
点
に
お
い
て
大
き
く
相
違
し
て
い
る
。
と
は
い
え
、
あ
く
ま
で
「
原
職
復
帰
」
の
実
現
が
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目
的
な
の
で
、
申
し
出
の
内
容
は
、
明
確
か
つ
相
当
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
い
か
な
る
申
し
出
が
そ
れ
に
該
当
す
る
か
が
争
わ

(
げ
)

N
L
R
B
は
、
こ
の
点
に
つ
き
次
の
よ
う
な
判
断
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
が
再
雇
用
命
令
の
あ
り
方
を
め
ぐ
る
最
大
の

れ
る
こ
と
に
な
り
、

論
点
と
い
え
よ
う
。

第
一
に
、
再
雇
用
の
申
し
出
は
、
相
当
な
期
間
そ
の
効
力
を
継
続
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
復
職
す
る
か
否
か
の
判
断
の
た
め
に
、
十
分

な
時
間
的
余
裕
を
あ
た
え
る
た
め
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、

N
L
R
B
は
、
司

2
8
開
己
完
匂

HUg-
同
ロ
ロ
・
事
件
に
お
い
て
、

被
解
雇
者
は
、

「
復
職
す
る
か
否
か
を
考
慮
す
る
相
当
な
時
関
心

2
8
5
F
E乙
を
持
つ
と
い
う
基
本
的
権
利

(
P
E
g
g
sご目的
Z
)
を
有
刊
」
る

の
で
、

手
紙
到
着
の
翌
日
ま
で
に
復
職
す
る
か
否
か
の
返
事
を
せ
よ
、

と
判
断
し
て
い

と
い
う
の
は
有
効
な
合
同

E
)
申
し
出
な
ら
ず
、

る。

明
確
か
つ
確
定
的

P
F
R
E仏
rHUM-Z)
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〔
川
四
)

を
つ
け
て
は
な
ら
な
い
。
円
滑
な
復
職
を
阻
害
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
仮
定
型
で
の
申
し
出
や
、
被
解
一
一
居
者
の
よ
く
熟
知
し
て

い
な
い
言
語
で
の
そ
れ
は
許
さ
れ
な
い
。
同
時
に
、
会
社
の
申
し
出
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
示
す
た
め
に
、
会
社
の
責
任
者
が
そ
れ
を
な
す

ハ
幻
〉

切

h
F
N

回
日
目
白
弓
H
J
O
門同ロロ仲間
(

U

0

・
事
件
に
お
い
て
、
仲
間
の
従
業
員
の
な
し
た
申
し
出
は
'
有
効
な
ら
ず
、

第
二
に
、

再
雇
用
の
申
し
出
は
、

ま
た
、

そ
れ
に
条
件

必
要
が
あ
る
。

N
L
R
B
は、

と
判
断
し
て
い
る
。

原職復帰命令の法理論

第
三
に
、
被
解
雇
者
が
複
数
い
る
場
合
に
は
、
再
雇
用
の
申
し
出
は
、
対
象
者
全
員
に
、
同
時
に
な
す
必
要
が
あ
る
。

る
分
断
的
(
立
巾

2
5
2
]
)
申
し
出
は
不
誠
実
と
み
な
さ
れ
る
。

一
部
の
者
に
対
す

次
に
、
原
職
復
帰
の
前
提
と
な
る
「
原
職
」
と
は
何
か
、

が
問
題
と
な
る
。

ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
職
務
(
』
o
r
)
意
識
が
鮮
明
な
の

で
、
な
に
が
原
職
か
が
不
明
で
あ
る
と
か
、
ま
た
、
そ
の
点
に
つ
き
争
い
が
あ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

し
か
し
、
経
営
の
事
情
等
で
「
原
職
」
復
帰
が
不
可
能
に
な
る
場
合
は
あ
り
う
る
。
こ
の
時
に
は
、
原
職
と
「
実
質
的
に
同
等
の
」
職
へ
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説

(mv 

の
再
雇
用
が
命
じ
ら
れ
る
。
こ
う
な
る
と
、
そ
の
判
断
は
極
め
て
デ
リ
ケ
ー
ト
に
な
る
。
普
通
は
、
①
賃
金
、
②
労
働
条
件
、
③
レ
イ
・
オ

(
u
v
 

フ
の
危
険
、
④
仕
事
場
ま
で
の
距
離
等
が
考
慮
さ
れ
る
、
と
い
わ
れ
る
。

で
は
、
も
し
実
質
的
に
同
等
な
職
が
ま
っ
た
く
存
在
し
な
け
れ
ば
ど
う
か
。
こ
の
場
合
は
、
被
解
雇
者
名
を
優
先
採
用

Q
S
F
S
E
E

r-江
口
も
リ
ス
ト
に
掲
載
す
る
こ
と
が
命
じ
ら
れ
る
。
使
用
者
は
、
新
規
採
用
を
す
る
際
、
リ
ス
ト
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
者
を
優
先
し
な
け

(

お

〉

れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
か
な
り
き
め
細
か
い
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
。
雇
用
調
整
に
つ
き
詳

〈

mv

細
な
ル
i
ル
を
形
成
し
て
い
る
ア
メ
リ
カ
労
使
関
係
の
影
響
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
被
解
雇
者
の
仕
事
が
完
全
に
消
滅
し
た
場

仕
事
が
な
く
な
る
ま
で
の
期
間
の
パ
ッ
ク
・
ベ
イ
が
命
じ
ら
れ
る
。

論

再
雇
用
の
余
地
が
な
く
な
る
の
で
、

(
幻
)

旬。

E
q
m
H阿
岡
田
)
-
。
官
。
)
の
解
雇
が
そ
の
例
と
い
え
よ
う
。

ム
ロ
に
は
、

臨
時
従
業
員
公
叩

ga

と
こ
ろ
で
、
以
上
の
他
に
、
諸
般
の
事
情
に
応
じ
て
や
や
特
殊
な
再
雇
用
命
令
も
出
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
も
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

い
ず
れ
も
、
事
案
に
応
じ
た
適
切
な
救
済
を
な
す
た
め
の
措
置
と
い
え
よ
う
。

原
職
復
帰
が
不
可
能
も
し
く
は
不
適
当
に
な
っ
た
場
合
で
あ
る
。

(お
v

ば
、
病
弱
で
あ
る
と
か
、
障
害
が
残
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
よ
り
軽
い
仕
事
に
就
け
る
こ
と
が
、
ま
た
、
病
気
の
最
中
は
復
職
を
猶
予
す
る

し
げ
(
快
復
し
た
ら
再
雇
用
す
べ
き
こ
と
)
が
命
じ
ら
れ
て
い
辺
。

第
二
は
、
被
解
雇
者
全
員
の
一
斉
復
職
が
不
可
能
な
場
合
で
あ
る
。
大
量
解
雇
の
事
案
で
よ
く
問
題
に
な
る
。
こ
の
時
に
は
、
ま
ず
代
置

第
一
は
、

使
用
者
で
は
な
く
、

労
働
者
側
の
事
情
に
よ
り
、

た
と
え

労
働
者
公
3
Z
E
B
B
C
を
解
雇
し
、
非
差
別
的
方
法
、

割
り
当
て
ら
れ
な
か
っ
た
者
が
残
っ
て
い
る
場
合
に
は
、

(
幻
)

る。

た
と
え
ば
先
任
権
の
基
準
に
よ
っ
て
仕
事
を
割
り
当
て
る
。

そ
の
者
の
名
前
を
優
先
採
用
リ
ス
ト
に
掲
載
す
る
、

そ
れ
で
も
仕
事
を

と
の
方
法
が
と
ら
れ
て
い
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原職復帰命令の法理論

(

1

)

組
合
活
動
の
場
を
現
実
的
に
確
保
す
る
た
め
と
の
理
由
も
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
指
摘
は
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
。

(

2

)

♂
芦
田
・

ω℃
0
2
2・
R
C
F
2
2
0
F同開曲目ロ山口問

E
品
目
吋

ω
2
5ロ
ズ
回
)

O

ご
Z

Z
丘町
O
ロ
同
二
包
広
三
門
司
剛
山
o
n
c
s
q
k
F口
コ
∞
同
J
t
~・
ミ

N
W
S・

な
2
旬。
L
司

HFR
円
、
ミ
弓
・
。
¥
の
玄
円
bhd
令
官
、
、
P
3
N
S
H
)
(凶
器
印
)
同
】
・
苔
・
も
っ
と
も
、
当
時
の

N
L
R
B
命
令
に
は
ま
っ
た
く
強
制
力
が
な
か
っ
た
。

(

3

)

者
mmロ
2
「
与
2
g
4
E
g
g
z
(
一
九
三
四
年
)
で
は
、
「
f

舟
雇
用
」
と
の
用
語
が
使
用
さ
れ
て
い
た
。

(
4
)
h命
令
hbHNS
民
主
。
ミ
。
¥
H
t
弓
ミ
芯
、
"
と
ト
弘
司
河
内
向
島
H
h
g
h
k
Hミ・

40--N・
HYMNS-

(

5

)

タ
フ
ト
・
ハ

I
ト
レ

1
法
立
法
の
際
、

N
L
R
B
の
認
定
が
ル
ー
ズ
で
あ
り
、
組
合
員
が
不
当
に
優
遇
さ
れ
て
い
る
、
と
指
摘
さ
れ
て
い
た
〈
ト
守

hdhNa弘
吉
田
引
き
ミ
ミ

H
F
n
h
s。
、
足
S
白

h
R
S
S
H
F
N
E
s
h
k
H
h
F
S
-
-
H・司・
8
6
0

(

6

)

の
日
自
由
P
C
H
M
-
a
f
H
M
-
H
S・

(
7
)
M
M伊豆司
ω
O
G
仏向。門
U-o弓
・
〈
-
Z
F
m戸

ω
E
C・ω・
ロ
吋

(
H
E
H〉
巳
呂
田
・

(
8
〉
Z
F
mロ
ヲ
阿
ロ
三
〈
mロ
戸
古
2
・品。。

d
・ω'hHmw
〈
HU吋
N)
丘町一凶・

(

9

)

〉
口
百
m
g色丹『
mm加
わ

d・・山町
H
Z
F一月切

H
2
0
(
s
g
v

〈川山〉同
M
g
g
L
Fロ
ロ
ニ
当
日
r
o
a
C三
c
p
r
s
-
S包
ω・
S
Z
F一
周
回
∞
宮
公
担
。
〉
.

(日〉

ζ
n
o
o耳
巳

7
w
Eロ
r
p
c司
-
a
f
-
u唱
-HH叶
l
H
N
H・

(
臼
)
論
争
状
態
に
つ
い
て
は
、
岸
井
貞
男
『
不
当
労
働
行
為
の
法
理
論
』
(
一
九
七
八
年
〉
一
七
三
頁
以
下
参
照
。

(日
)
A
E
C
-
ω
・同町∞

(
H
S
S・

(HH
〉
の
S
E
E
-
4・。
-fHV・
HAH-
は
、
救
済
責
任
が
認
め
ら
れ
る
た
め
の
要
件
と
し
て
、
不
当
労
働
行
為
の
存
在
の
認
識
以
外
に
次
の
三
点
を
あ
げ
て

い
る
。
①
経
営
状
態
の
継
続
性
、
②
救
済
が
政
策
実
施
に
プ
ラ
ス
に
な
る
、
③
企
業
承
継
者
が
な
ん
ら
か
の
形
で

N
L
R
B
の
手
続
に
参
与
し
て
い

る。

(
日
〉
運
営
当
初
よ
り
そ
う
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、

P
0
2
0片

岡

F
E
B
Z吋
わ

04
∞
Z
F何
回
念
。

(
H
8
3・

〈
M
C
わ
が
国
で
も
、
そ
の
よ
う
な
例
は
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
明
治
鉱
業
事
件
・
北
海
道
地
労
委
昭
二
六
・
九
・
一

O
不
当
労
働
行
為
事
件

命
令
集
(
以
下
、
「
命
令
集
」
と
略
記
す
る
)
五
集
四
四
頁
、
福
岡
国
際
観
光
ホ
テ
ル
事
件
・
福
岡
地
労
委
昭
二
七
・
六
・
五
命
令
集
六
集
三
九
頁
。

(
ロ
〉
冨
n
u
o唱
。
]
}
待
出
ロ
y
p
o同
y
n
-
f
℃・

5
u・

(
叩
叫

)
N
H
m
H
4戸
HN切
叶
ωAH(HU叶
印
)
・
白
骨
叶
ω印・
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専

問

(

叩

N

・3
X巡
'
#

(含))i11!1隆起 Q ::\ê QH~ kL障i腿思←!'(l'心 Q 里民lI>i(..(i>拠採 AJ:);!闘交必~;ヨ:，0 NLRB v. Quest-Shon Mark Brassiere Co.， 185 F. 2 d 

285 (1950). 

(自)..(i> l' AJ..(i>' 絹〈制gt'Q -ffi-.-J遣さ三~ 1-!..lj吋 r<"( 干 λ 間Eみ，~←主R霊童骨年以友Jν 千人時 Fν匂〆 回同Q (bona五de) Q岳J迫千)~!'(l AJ

喜宇盗れJ~ν ムの (General Iron Corp.， 218 NLRB 770 (1975))。

(;;1) 85 NLRB 633 (1949). 

(i}) Rice Lake Creamery Co.， 151 NLRB 1113 (1965). 

(~) Eagle-Picher Mining & Smelting Co.， 16 NLRB 727 (1939). 

(詩)Note，“A Survey of Labor Remediesヘ54Va.L. Rezん (1968)p.92. 

(自)Waukesha Lime and Stone Co.， 145 NLRB 973 (1964). 

(お) IJQ~ 1.!Ç\:'\J~三'~穫「ト，="-R Q ふャサてト軍側」特軍司R重量土足 1 1111恥 (1 ・民~-f司社〉ぬ霊長。

(8i) Armstrong Rubber Co. v. NLRB. 511F. 2d 741 CCA5， 1975). Z ，....1O::白土;!\H!:1~~-$:やお供R ，...) -i<'-R' 紙同斜1務総罪!主主f

「長i富宕必記跡 (permanentjob)J ぐ Q除l腿m:;~心を総1;)心";~:'AJ穿1民Jν~ l'Qo 

(~) Lipman Bros.， 147 NLRB 1342 (1964). 

(g)) Kolpin Bros. Co.， Inc.， 154 NLRB 1813 (1965). 

(~5) Note，‘A Survey'， op. cit.， p.94 :);!' 同ヨn 1.!~生雌.-J"，!'(l国軍司a:ム母子(l Q t':'.;!' AJ;¥ll!!翠JνJL向。

(尽) I~~饗Q l!!正 EZt三， Rice Lake Creamery Co.， 151 NLRB 1113 (1965). ~~。

(~) Ethel J. Hinz. 140 NLRB 232 (1962); Ventre Packing Co.， 163 NLRB 540 (1967). 
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く
研
究
が
な
さ
れ
て
い
な
い
か
、
と
い
う
と
、
そ
う
で
も
な
い
。
研
究
者
の
関
心
は
、
も
っ
ぱ
ら
当
該
命
令
の
「
履
行
の
実
態
」
に
置
か
れ

て
い
た
。

再
一
雇
用
|
復
職
は
、
金
銭
の
支
払
い
と
は
違
い
、
労
使
の
密
接
な
協
力
が
あ
っ
て
初
め
て
実
現
さ
れ
る
。
こ
れ
を
紛
争
状
態
に
あ
っ
た
労

(

1

)

 

使
に
要
求
す
る
こ
と
は
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
多
く
の
論
者
の
危
快
し
て
い
る
と
お
り
、
実
際
上
、
円
滑
に
復
職
す
る

こ
と
は
困
難
で
あ
る
、
と
予
想
さ
れ
る
。
で
は
、
復
職
の
実
態
は
ど
う
か
。
復
職
が
必
ず
し
も
円
滑
に
実
現
し
て
い
な
い
と
し
た
ら
、
そ
の

ニ
ュ

l

・
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
な
さ
れ
た
〉
名
古
調
査
(
一
九
六
二

l
四
年
〉
お
よ
び
テ

キ
サ
ス
で
な
さ
れ
た
皆

3
Z
E
と
〈

Ursa調
査
(
一
九
七
一
ー
l
二
年
)
が
有
名
で
あ
る
。
以
下
そ
れ
ら
の
概
略
を
紹
介
し
た
い
。
こ
れ

ら
の
調
査
内
容
は
、
日
本
法
上
の
事
件
処
理
に
関
し
て
も
一
示
唆
に
富
む
も
の
と
思
わ
れ
る
。

ま
ず
、
〉
岳
山
口
調
査
に
よ
る
と
、
再
雇
用
の
申
し
出
を
受
け
た
者
の
八
二
広
が
一
応
復
職
を
希
望
し
た
が
、
実
際
に
復
職
を
し
た
の
は
四

原
因
は
な
に
か
。

」
れ
ら
の
問
題
に
関
し
て
は
、

三
%
に
す
ぎ
な
い
。
復
職
を
し
な
か
っ
た
理
由
と
し
て
は
、
会
社
か
ら
報
復
を
う
け
る
お
そ
れ
(
三
九
%
)
や
新
し
い
仕
事
に
就
い
た
こ
と

そ
の
内
約
七
割
近
い
者
は
、
二
年
以
内
に
退
職
し
て

(
二
八
%
)
等
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、

た
と
え
復
職
が
実
現
し
た
と
し
て
も
、

い
る
。
会
社
に
お
け
る
待
遇
の
悪
さ
が
そ
の
主
要
な
理
由
で
あ
る
。
結
局
、
再
雇
用
の
申
し
出
の
二
年
後
も
会
社
に
残
っ
て
い
た
者
は
、
全

興

味

深

い

こ

と

に

、

組

合

組

織

化

の

成

功

の

有

無

や

復

職

が

N
L
R
B
手
続
の
ど
の
時
点
で

体
の
一
一
一
%
に
す
ぎ
な
い
。

こ
の
傾
向
は
、

原職復帰命令の法理論

(
非
公
式
段
階
か
公
式
段
階
か
)
な
さ
れ
た
か
を
間
わ
な
い
。

(
4
)
 

次
に
、
宮

S
Z
S
と
の

7
2
4
の
調
査
に
よ
る
と
、
再
雇
用
の
申
し
出
を
受
け
た
者
の
約
六
割
が
復
職
を
拒
否
し
て
い
る
。
復
職
拒
一
合

者
の
約
九
割
が
、
報
復
の
お
そ
れ
を
そ
の
理
由
と
し
て
い
る
。
そ
の
他
の
理
由
と
し
て
は
、
他
の
職
を
得
た
こ
と
、
会
社
が
嫌
に
な
っ
た
こ

と
お
よ
び
任
意
解
決
に
よ
り
パ

y

ク
・
ペ
イ
が
必
要
に
な
っ
た
こ
と
、
等
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
か
よ
う
な
傾
向
は
、
復
職
後
に
つ
い
て
も

あ
て
は
ま
り
、
復
職
後
退
職
し
た
人
の
約
七
割
が
、
会
社
の
不
当
な
措
置
を
そ
の
理
由
と
し
て
あ
げ
て
い
る
。
同
時
に
、
仲
間
の
労
働
者
の

北法34(2・25)245 



説

非
友
好
的
態
度
も
そ
の
理
由
と
さ
れ
て
い
る
。
我
々
は
、
こ
の
点
に
も
注
目
し
て
お
き
た
い
。

(

5

)

(

6

)

 

以
上
の
よ
く
引
用
さ
れ
る
調
査
以
外
に
も

O
H
O
E
-
ロ
ぬ
と
ピ
宮
}
々
の
調
査
や

ω向日
O
R
調
査
が
あ
る
。

両
者
と
も
や
や
特

と
こ
ろ
で
、

論

殊
な
事
項
を
対
象
と
し
て
い
る
。

前
者
は
、

不
当
労
働
行
為
ス
ト
参
加
者
の
復
職
が
問
題
と
な
っ
た
関
与
ぽ
円
わ
0
・
事
件
(
む
∞

Z
V何一∞

5
S
"
(包
8
〉
)
を
調
査
対
象

と
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
実
際
に
復
職
す
る
者
は
、
労
働
市
場
に
お
い
て
不
利
に
取
り
扱
わ
れ
る
労
働
者
層
が
多
い
、
と
の

興
味
深
い
結
果
が
出
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
低
賃
金
、
高
齢
、
低
学
歴
、
未
熟
練
、
扶
養
す
べ
き
者
が
多
い
、
労
働
者
で
あ
る
。

ま
た
、
後
者
は
、
組
合
の
圧
力
に
よ
り
解
雇
さ
れ
た
者
の
復
職
の
実
態
を
調
べ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
調
査
対
象
者
七
二
名

の
内
、
現
実
に
復
職
し
た
者
は
三
分
の
一
た
る
二
四
名
に
す
ぎ
な
い
。
多
く
の
者
が
復
職
を
拒
否
し
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
直
属
の
管
理
者

や
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
仕
事
仲
間
の
「
敵
意
」
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
の
種
事
案
で
は
、
組
合
の
反
対
も
あ
る
の
で
、
復
職
が
極
め
て
困
難
で

あ
る
こ
と
は
容
易
に
理
解
し
う
る
。

さ
て
、
以
上
の
一
連
の
調
査
に
よ
っ
て
、
円
滑
な
復
職
の
実
現
が
困
難
で
あ
る
と
の
実
態
が
あ
き
ら
か
に
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
再
雇
用

の
申
し
出
を
受
け
た
者
の
半
数
以
上
が
復
職
を
拒
否
し
、

た
と
え
復
職
し
た
と
し
て
も
、
多
く
の
者
が
そ
の
直
後
退
職
し
て
い
る
。
ま
た
、

「
金
で
け
り
を
つ
け
る
ヂ
ミ
。
ぬ
と
と
の
妥
協
的
解
決

か
よ
う
な
傾
向
の
ゆ
え
に
、

バ
ッ
ク
・
ペ
イ
の
支
払
い
だ
け
う
け
る
、

つ
ま
り
、

も
少
な
く
な
い
と
い
わ
れ
る
。へ8

)

ぃ
。
そ
こ
で
、
多
く
の
論
者
は
、
迅
速
か
っ
実
効
性
の
あ
る
救
済
を
提
言
し
て
い
る
。
ま
た
、
成
立
し
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
戸
同
ゲ

2
F問
看

こ
れ
は
、

パ
ブ
リ
ヅ
ク
・
ポ
リ
シ
ー
の
実
現
に
と
っ
て
極
め
て
由
々
し
い
事
態
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

刷
耐
え
。
口
出
回
日
で
は
、

差
別
的
解
雇
に
つ
き
、

と
が
条
文
上
義
務
づ
け
ら
れ
る
に
い
た
っ
た
。
今
後
の
動
き
に
注
目
し
た
い
。

予
備
的
差
止
命
令

Q
H色
旦
口
同
司
王
5
2
Zロ
)
の
発
布
を
連
邦
地
裁
に
申
請
す
べ
き
こ
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(同) ~A.I^~'~' Miller， op. cit.， p.104; Frank W. McCulloch，“New Remedies under the National Labor Relations Actヘ
21 N. Y. U. Conf. Lab. (1968) p.232. 

(N) 総~阻はど'厳重量望感~Q \\i監!とQ 明〈額制実証{!!]!l思糊...J-i-!""Q t!~きム付ffi4..R~tQO ~予報...J ~""Q A.I...J ν~' 対書道4く正時糸窓E眼法王.g式

t長E雲\IlfR重量~1IIII(4MQ lJil(臨A.I ~lfl~~ ( 1 ・民<0社) 11 同 111 ]m:(~1ι-$~至。

(円)Les Aspin， '‘Job Reinstatement under Section 8(a)(3) of the NLRAぺ94Monthly Labor Rev. No.3. (1971) p. 57; 

“Reinstatement isn't enough." 78 The American Federationist (1971) p.19. 

(司)Elvis C. Stephens & Warren H. Chaney，“A Study of the ReInstatement Remedy under the National Labor Relations 

Act"， 25 LUJ. L.よ (1974)p. 31; Warren H. Chaney， "The ReInstatement Remedy Revisited¥32 Ltb. L.よ (1981)p. 

:357. 

(凶)John E. Drotning & David B. Lipsky，“The Effectiveness of Reinstatement as a Public Pulicy Remedy: The Kohler 

Caseヘ22lndustrial and Labor Rel. Rev. (1968ーの p.179.

( <D) Bernard Sa:noff，“The Impact of Taft-Hartley Job Discrimination Victoriesヘ4lndustrial Rel. No.:3 (1965) p.77. 

(ト)O'Hara & Pollitt， op. cit.， pp.1115ー 7.

〈∞)Ibid.， p.1118; Stephens & Chaney， op. cit.， p. 40; Murphy， op. cit.， p.8(). nnl:士全:g;;v.竺相事告棋王実関Q用手経去三(<l.liやは也干ミ若手lと
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説

つ
い
て
は
ま
っ
た
く
異
論
は
な
い
。
ま
た
、
多
く
の
労
働
委
員
会
命
令
や
裁
判
例
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
具
体
的
あ

り
方
に
つ
き
論
争
が
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、

ほ
と
ん
ど
学
界
の
注
目
を
浴
び
て
い
な
い
、
と
い
う
の
が
現
状
に

論

近
い
。
こ
の
テ
l
マ
を
正
面
か
ら
扱
っ
た
論
文
も
皆
無
と
思
わ
れ
る
。
せ
い
ぜ
い
個
別
判
例
評
釈
が
散
見
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
で
は
、
原

職
復
帰
命
令
に
つ
き
問
題
は
ま
っ
た
く
な
い
か
、
と
い
う
と
そ
う
で
も
な
い
。
と
り
わ
け
、
実
務
的
に
は
検
討
を
要
す
る
問
題
が
少
な
く
な

L 、。
そ
こ
で
、
本
章
で
は
、
労
委
命
令
お
よ
び
裁
判
例
を
フ
ォ
ロ
ー
す
る
こ
と
に
よ
り
、
原
職
復
帰
命
令
の
法
理
と
も
い
う
べ
き
も
の
を
抽
出

し
、
か
っ
、
そ
れ
が
直
面
し
て
い
る
問
題
点
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。
具
体
的
に
は
、
次
の
二
つ
の
論
点
を
中
心
に
考
察
を
加
え
る
。

第
一
に
、
事
案
に
応
じ
い
か
な
る
原
職
復
帰
命
令
が
出
さ
れ
て
い
る
か
。
こ
れ
は
主
に
最
近
の
労
委
命
令
を
素
材
に
す
る
。

第
二
に
、
命
令
を
履
行
し
た
と
い
い
う
る
た
め
に
は
、
使
用
者
は
い
か
な
る
措
置
を
と
る
べ
き
か
。
こ
れ
は
、
事
柄
の
性
質
上
裁
判
所
で

争
わ
れ
る
場
合
が
多
い
の
で
主
に
裁
判
例
を
素
材
に
し
て
検
討
し
た
い
。
な
お
、
裁
判
例
は
、
原
職
復
帰
命
令
の
適
法
性
や
必
要
性
に
つ
い

て
も
し
ば
し
ば
言
及
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
ら
の
判
示
内
容
に
つ
い
て
も
同
時
に
検
討
し
て
い
き
た
い
。

労
働
委
員
会
と
と
も
に
裁
判
所
が
そ
の
救
済
機
関
と
な
っ

と
こ
ろ
で
、

わ
が
国
に
お
い
て
は
、
「
不
当
労
働
行
為
た
る
解
雇
一
」
に
つ
き
、

て
お
り
、
労
働
委
員
会
と
ほ
ぼ
同
種
の
救
済
を
な
し
て
い
る
。
か
よ
う
な
救
済
が
可
能
と
な
る
前
提
と
し
て
、
以
下
の
法
理
の
存
在
が
あ
げ

ら
れ
る
。

そ
の
こ
と
し
て
、
そ
の
結
果
、
当

す
な
わ
ち
、
そ
の
一
と
し
て
、
「
不
当
労
働
行
為
た
る
解
雇
」
は
、
私
法
上
も
許
さ
れ
な
い
。

該
解
雇
は
「
無
効
」
と
な
り
、
解
雇
後
も
雇
用
関
係
は
継
続
し
て
い
る
。
こ
の
点
は
、
ア
メ
リ
カ
法
上
の
事
件
処
理
と
大
き
く
相
違
し
、
原

(
Z
)
 

職
復
帰
の
あ
り
方
に
つ
き
、
こ
の
側
面
か
ら
も
色
々
な
問
題
が
発
生
し
て
い
る
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
、
も
つ
ば
ら
行
政
救
済
と
し
て
の
「
原

(

3

)

 

職
復
帰
命
令
」
の
法
理
論
を
究
明
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
点
は
考
察
対
象
と
は
し
な
い
。
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〈

1
)
昇
進
、
昇
格
差
別
の
救
済
と
し
て
、
特
定
の
「
職
位
」
に
つ
け
る
こ
と
を
労
働
委
員
会
が
命
じ
う
る
か
、
は
重
要
な
論
点
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い

て
は
、
拙
稿
「
特
定
職
位
へ
の
昇
進
命
令
に
つ
い
て
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
七
二

O
号
(
一
九
八
O
年
〉
一
一
入
頁
参
照
。

(

2

)

加
藤
俊
平
「
地
位
保
全
の
仮
処
分
」
実
務
民
事
訴
訟
講
座
九
『
行
政
訴
訟
E
・
労
働
訴
訟
』
(
一
九
七
O
年
)
二
六
一
頁
以
下
参
照
。

(

3

)

も
っ
と
も
、
私
法
上
の
法
理
が
行
政
救
済
法
理
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
た
と
え
ば
、
バ
ッ
ク
・
ベ
イ
か
ら
の
中
間
収
入
の
控
除

の
許
否
の
問
題
が
そ
の
好
例
で
あ
る
。

付

原
職
復
帰
命
令
の
態
様
|
労
働
委
員
会
命
令
を
中
心
に

l

現
行
行
政
救
済
主
義
が
採
用
さ
れ
て
以
来
、
不
当
労
働
行
為
た
る
解
雇
一
に
対
す
る
端
的
な
救
済
と
し
て
、

一
貫
し
て
原
職
復
帰
及
び
パ
ッ

グ
-
ベ
イ
の
支
払
い
が
命
じ
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
完
全
に
定
着
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
命
令
の
文
言
は
必
ず
し
も
同
一
と
い
う
わ
け

原職復帰命令の法理論

通
常
は
、
申
立
人
を
「
原
職
に
復
帰
さ
せ
、
(
解
一
雇
一
の
翌
日
か
ら
)
原
職
に
復
帰
す
る
日
ま
で
に
、
同
人
が
受
け
る
は
ず
で
あ

っ
た
賃
金
相
当
額
を
支
払
え
」
と
か
、
「
解
雇
を
取
消
し
(
撤
回
し
)
、
原
職
に
復
帰
さ
せ
:
:
:
(
以
下
略
)
」
と
か
の
型
が
と
ら
れ
る
場
合
が

多
川
。
ま
た
、
紛
争
の
経
緯
等
に
よ
っ
て
は
、
職
場
や
職
種
を
特
定
し
て
い
る
例
も
少
な
く
な
い
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
結
局
は
、

「
原
職
」
復
帰
を
命
じ
て
い
る
こ
と
に
は
変
り
は
な
い
。
も
っ
と
も
、
原
職
が
す
で
に
廃
止
さ
れ
て
い
る
場
合
な
ど
で
は
、
「
原
職
も
し
く
は

原
職
相
当
職
」
へ
の
就
労
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
や
む
を
え
な
い
措
置
と
い
え
よ
う
。

で
は
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
労
働
委
員
会
は
、
個
別
事
案
に
応
じ
て
適
切
妥
当
な
命
令
を
発
す
る
こ
と
を
強
く
要
請
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
原
職
復
帰

命
令
に
つ
い
て
も
当
然
あ
て
は
ま
る
が
、
通
常
は
、
以
上
述
べ
た
よ
う
に
単
に
「
原
職
復
帰
」
を
命
じ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
こ

の
点
に
配
慮
し
た
命
令
も
少
な
く
な
い
。

ま
ず
、
我
々
は
、
原
職
復
帰
と
同
時
に
以
下
の
よ
う
な
措
置
を
も
あ
わ
せ
命
じ
て
い
る
例
に
注
目
し
た
い
。
こ
れ
ら
は
、
復
帰
の
仕
方
、
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方
法
に
つ
い
て
ま
で
言
及
し
て
い
る
命
令
で
あ
る
。
そ
の
一
は
、
復
帰
さ
せ
る
際
の
差
別
行
為
を
わ
ざ
わ
ざ
禁
止
し
て
い
る
例
で
あ
る
。
使

=::b. 
a冊

用
者
に
対
す
る
不
信
の
表
明
と
み
ら
れ
な
く
は
な
い
。
そ
の
こ
は
、
復
帰
先
に
つ
い
て
、
も
し
く
は
復
帰
後
の
処
遇
に
つ
い
て
の
団
交
を
命

じ
て
い
る
例
で
あ
る
。
原
職
が
廃
止
さ
れ
た
場
合
や
復
帰
の
仕
方
に
つ
き
労
使
間
で
争
い
が
あ
る
場
制
に
は
適
切
な
措
置
と
い
え
よ
う
。

次
に
、
解
雇
後
の
事
情
変
更
を
考
慮
し
た
命
令
は
か
な
り
一
般
的
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
以
下
の
二
つ
の
型
に
大
別
し
う
る
。

第
一
は
、
企
業
閉
鎖
、
会
社
解
散
の
場
合
で
あ
る
。
多
く
は
、
会
社
解
散
に
伴
う
解
雇
の
事
案
で
、
解
雇
後
会
社
が
清
算
過
程
に
入
っ

も
し
く
は
使
用
者
に
企
業
再
開
の
意
思
の
な
い
ケ
ー
ス
で
問
題
と
な
る
。
こ
の
時
に
は
、
た
と
え
解
雇
が
不
当
労
働
行
為
で
あ
っ
て

ま
た
そ
れ
を
命
ず
る
の
は
相
当
か
、
が
正
面
か
ら
争
わ
れ
る
。
労
働
委
員
会
は
、
各
事
案
の
事
実
関
係
に
応
じ

たも
、
原
職
復
帰
が
可
能
か
、

て
種
々
の
命
令
を
発
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
概
ね
次
の
三
つ
の
型
に
区
分
し
う
る
。
な
お
、
こ
の
間
題
は
、
裁
判
上
も
争
わ
れ
て
い
る
。

そ
の
一
は
、
企
業
再
開
の
余
地
な
し
と
し
て
、
「
原
職
」
自
体
が
消
誠
し
た
と
み
な
す
命
令
で
あ
る
。
こ
の
場
合
は
、
当
然
原
職
復
帰
は

認
め
ら
れ
ず
、
特
定
期
間
の
パ

y

ク
・
ベ
イ
の
支
払
い
が
命
令
の
中
核
と
な
る
。
そ
の
ニ
は
、
事
実
関
係
か
ら
企
業
再
開
の
余
地
が
あ
る
と

み
な
す
例
で
あ
る
。
し
か
し
、
再
開
す
る
か
否
か
は
い
ま
だ
未
確
定
な
の
で
、
再
開
し
た
な
ら
ば
被
解
雇
者
を
雇
刷
、
も
し
く
は
優
先
雇
用
せ

ょ
、
と
命
じ
て
い
る
。
こ
の
第
一
、
第
二
の
型
の
命
令
の
基
礎
に
は
、
企
業
再
開
自
体
を
労
働
委
員
会
は
命
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
の

考
え
が
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、

労
働
委
員
会
と
し
て
は
、
「
本
件
企
業
閉
鎖
に
伴
う
解
雇
が
不
当
労
働
行
為
で
あ
る
か
否
か
を
判
断
す
れ
ば

足
り
、
現
実
に
事
業
が
再
開
さ
れ
、
被
解
雇
者
が
従
来
通
り
就
労
す
る
か
ど
う
か
の
処
置
に
つ
い
て
は
、
当
該
労
使
聞
の
交
渉
に
委
ね
ら
れ

る
の
が
相
当
」
と
み
な
す
注
目
す
べ
き
命
令
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
場
合
に
は
端
的
に
原
職
復
帰
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
第

三
の
型
で
あ
る
。

た
し
か
に
、
第
三
の
立
場
は
、

一
つ
の
見
識
に
は
ち
が
い
は
な
い
。
し
か
し
、
現
実
的
に
は
、
原
職
復
帰
の
可
否
は
、
企
業
再
開
の
可
能

性
の
有
無
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
の
で
、
や
は
り
こ
の
点
へ
の
配
慮
は
そ
れ
な
り
に
必
要
と
さ
れ
よ
う
。
今
後
、
検
討
す
べ
き
課
題
の
一
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と
い
え
よ
う
。

第
二
は
、
従
業
員
身
分
の
変
動
や
得
喪
に
留
意
す
る
例
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
復
帰
す
べ
き
「
原
職
」
と
は
、
解
雇
な
か
り
せ
ば
当
然

就
い
て
い
た
で
あ
ろ
う
地
位
で
あ
る
と
し
て
、
従
業
員
資
格
や
役
職
上
の
地
位
の
変
動
に
配
意
す
る
も
の
で
あ
る
。
か
よ
う
な
観
点
か
ら
、

円山〉

本
採
用
者
と
し
て
、
も
し
く
は
本
来
昇
進
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
地
位
へ
の
「
復
帰
」
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
事
案
に
お
い
て
は
、

「
原
職
」
と
は
何
か
が
ま
さ
に
問
題
に
な
っ
て
い
る
。
復
帰
ま
で
の
期
間
が
長
期
化
す
る
に
と
も
な
い
、
こ
の
点
の
配
慮
が
特
に
必
要
と
さ

れ
る
事
案
は
、
今
後
増
加
す
る
と
思
わ
れ
る
。
他
方
、
解
雇
後
、
従
業
員
と
し
て
の
身
分
を
喪
失
し
た
と
し
て
、
特
定
期
間
の
パ
ッ
ク
・
ベ

〈

げ

)

(

沼

)

(

凶

)

イ
の
支
払
い
の
み
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
例
も
あ
る
。
身
分
喪
失
の
原
因
と
し
て
は
、
死
亡
、
定
年
年
齢
へ
の
到
達
お
よ
び
自
己
営
業
の
開
始

が
あ
げ
ら
れ
る
。

以
上
の
他
に
も
原
職
復
帰
の
仕
方
に
つ
き
特
別
の
考
慮
を
な
し
た
例
が
散
見
さ
れ
る
。
就
労
の
有
側
、
や
就
労
叫
ん
に
つ
き
当
事
者
の
意
向
を

重
視
す
べ
き
こ
と
を
命
じ
た
例
や
本
人
の
病
状
に
留
意
す
べ
き
こ
と
を
命
じ
た
仰
が
そ
う
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
条
件
付
札
間
」
も
こ
の
点

(mu 

に
配
慮
し
た
命
令
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
原
職
復
帰
の
前
提
と
し
て
、
業
務
遂
行
に
必
要
な
訓
練
を
命
じ
た
例
も
あ
る
。
こ

の
問
題
に
つ
い
て
は
後
述
し
た
い
。

原職復帰命令の法理論

戸

1
〉
初
期
命
令
の
型
に
つ
い
て
は
、
コ
一
藤
正
『
不
当
労
働
行
為
の
諸
問
題
』
(
一
九
五
五
年
)
六
四
頁
以
下
参
照
。

ハ
2
)
野
村
証
券
事
件
・
昭
四
四
・
一
一
・
二
五
東
京
地
労
委
・
命
令
集
四
一
集
三
三
三
頁
等
。

(
3
〉
親
和
交
通
事
件
・
昭
四
0
・一

0
・
二
六
東
京
地
労
委
・
命
令
集
一
一
一
二
日
一
一
一
一
一
一
集
三
九
五
頁
等
。

〈

4
)
久
保
書
庖
事
件
・
昭
四
五
・
七
・
二
八
東
京
地
労
委
・
命
令
集
四
三
集
七
三
頁
等
。

(
5
〉
さ
ら
に
、
初
期
の
事
案
で
は
選
択
的
命
令
も
発
せ
ら
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
名
古
屋
市
役
所
事
件
・
昭
二
五
・
五
・
二
六
愛
知
地
労
委
・
命
令
集

ニ
集
一
七
九
頁
、
弥
栄
自
動
車
事
件
・
昭
三
三
・
一
・
二
九
京
都
地
労
委
・
命
令
集
一
八
日
一
九
集
七
六
頁
。
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〈
6
)
第
二
鳩
タ
ク
シ
ー
事
件
・
昭
五
二
・
二
・
二
三
最
大
判
・
判
例
時
報
八
四

O
号
二
八
頁
。

ハ
7
〉
た
と
え
ば
、
「
そ
の
就
労
条
件
に
つ
い
て
他
の
従
業
員
と
差
別
し
な
い
こ
と
」
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
(
内
外
タ
イ
ム
ズ
事
件
・
昭
四
九
・
五
・
一
五

中
労
委
・
命
令
集
五
三
集
四
七
七
号
)
。
山
口
放
送
事
件
・
昭
五

0
・
四
・
一
五
山
口
地
労
委
・
命
令
集
五
五
集
四
五
三
頁
。

(
8
〉
チ
z
l
ス
・
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
銀
行
事
件
・
昭
四
七
・
一
・
二
五
東
京
地
労
委
・
命
令
集
四
六
集
七
九
頁
、
ナ
ニ
ワ
精
機
事
件
・
昭
五
一
一
了
=
了
一
七

大
阪
地
労
委
・
命
令
集
六
三
集
二
四
二
頁
。

(
9
〉
油
研
工
業
事
件
・
昭
五
二
・
四
・
一
五
神
奈
川
地
労
委
・
命
令
集
六
一
集
三
六
八
頁
。

(
叩
)
東
京
整
機
工
業
事
件
・
昭
四
七
・
一

O
e
一
人
中
労
委
・
命
令
集
四
八
集
四

O
七
頁
、
平
和
台
病
院
事
件
・
昭
四
九
・
三
・
一
二
兵
庫
地
労
委
・
命

令
集
五
三
集
一
四

O
頁
、
平
野
組
事
件
・
昭
五
二
・
ご
了
二
八
大
阪
地
労
委
・
命
令
集
六
二
集
六
六

O
頁。

ハ
U
〉
一
-
一
栄
工
業
事
件
・
昭
五

0
・
五
・
二
九
長
野
地
労
委
・
命
令
集
五
五
集
五
七

O
頁
、
共
伸
ア
ル
ミ
ニ
ュ
ー
ム
事
件
・
昭
五
三
・
一
・
一
一
大
阪
地
労

委
・
命
令
集
・
六
三
集
四
五
頁
。

(
ロ
)
日
本
ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
事
件
・
昭
四
九
・
五
・
二
一
東
京
地
労
委
・
命
令
集
五
三
集
三
七
九
頁
、
ビ
ジ
ョ
ン
事
件
・
昭
五
二
・
三
・
一
五
東
京
地
労

委
・
命
令
集
六
一
集
二
五
六
頁
。

(
日
)
事
業
場
閉
鎖
を
不
当
労
働
行
為
と
認
定
し
、
そ
の
再
開
を
命
じ
た
も
の
と
し
て
一
富
士
事
件
〈
昭
五
一
・
四
・
九
大
阪
地
労
委
・
命
令
集
五
八
集
四

六
一
一
貝
〉
が
あ
る
。
事
業
再
開
命
令
に
つ
い
て
は
、
古
西
信
夫
H
吉
沢
利
文
「
労
働
委
員
会
の
事
業
再
開
命
令
」
立
正
経
営
論
集
一
五
巻
七
五
頁
(
一
九

七
七
年
)
、
白
井
勲
「
い
わ
ゆ
る
真
実
の
会
社
解
散
と
不
当
労
働
行
為
の
救
済
」
早
稲
田
大
学
大
学
院
法
研
論
集
一
三
号
(
一
九
七
六
年
)
一
二
三
一
良
参
照
。

(
叫
)
平
安
自
動
車
振
興
事
件
・
昭
四
七
・
一
二
・
-
八
京
都
地
労
委
・
命
令
集
四
人
集
二
六
四
頁
。

(mv
日
本
計
算
器
事
件
・
昭
四
四
・
五
・
二
六
京
都
地
労
委
・
命
令
集
四

O
集
一
二
八
頁
。

ハザ
ω
〉
七
十
七
銀
行
事
件
〈
昭
四
五
・
三
・
三
一
宮
城
地
労
委
・
命
令
集
四
二
集
ニ

O
O貰
)
で
は
、
「
原
職
に
復
帰
さ
せ
、
原
職
復
帰
後
満
一
か
年
を
経

過
し
た
日
以
後
の
底
近
の
人
事
異
動
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
懲
戒
解
雇
又
は
降
格
が
な
か
っ
た
と
し
た
な
ら
ば
得
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
待
遇
の
磯
席
に
復

帰
さ
せ
る
」
こ
と
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
。

〈
ロ
)
林
兼
造
船
事
件
・
昭
二
五
・
五
・
二
人
山
口
地
労
委
・
命
令
集
二
集
一
八
一
一
一
一
員
、
吉
田
鉄
工
所
事
件
(
初
審
命
令
後
に
死
亡
)
・
昭
四
九
・
一

0
・

二
中
労
委
・
命
令
集
五
四
集
七

O
八
頁
。

〈
児
〉
山
陽
新
聞
事
件
・
昭
四
回
・
ご

7
二
一
一
一
中
労
委
・
命
令
集
四
一
集
六
九
O
頁。

論
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(
叫
臼
〉
親
和
交
通
事
件
・
昭
四

0
・一

0
・
二
六
東
京
地
労
委
・
命
令
集
一
一
一
一
一
H
一
一
一
一
一
一
集
三
九
五
頁
。

(

m

)

福
岡
国
際
観
光
ホ
テ
ル
事
件
・
昭
二
七
・
六
・
五
福
岡
地
労
委
・
命
令
集
六
集
三
九
頁
、
東
京
成
徳
学
園
事
件
・
昭
四
六
・
一
一
了
二
一
東
京
地
労

委
・
命
令
集
四
六
集
三

O
O頁。

(
幻
)
明
治
鉱
業
事
件
・
昭
二
六
・
九
・
一

O
北
海
道
地
労
委
・
命
令
集
五
集
四
四
頁
、
富
島
産
業
運
輸
事
件
・
昭
四
四
・
入
・
入
北
海
道
地
労
委
・
命
令

集
四
一
集
一
四
人
頁
。

(
忽
)
東
京
印
刷
紙
器
事
件
・
昭
四
九
・
六
・
五
中
労
委
・
命
令
集
五
三
集
四
九
五
夏
。
中
労
委
は
、
「
本
人
の
病
状
に
留
意
し
、
本
社
総
務
部
の
適
当
な

職
へ
復
職
さ
せ
る
こ
と
」
と
の
救
済
命
令
を
相
当
と
し
て
い
る
。
な
お
、
第
一
学
習
社
事
件
・
昭
五
四
・
五
・
一
四
広
島
地
決
・
中
央
労
働
時
報
六
回

二
号
二
五
頁
参
照
。

(
幻
)
住
宅
印
刷
事
件
・
昭
四
二
・
一

0
・
一
一
東
京
地
労
委
・
命
令
集
三
七
集
二
二
七
頁
。

(
担
)
日
本
航
空
事
件
・
昭
四
二
・
入
・
二
二
東
京
地
労
委
・
命
令
集
三
七
集
三

O
頁。

ω 
原
職
復
帰
命
令
の
法
理

l
裁
判
例
を
中
心
に
|

裁
判
上
、
原
職
復
帰
命
令
(
緊
急
命
令
上
の
そ
れ
も
含
む
、
以
下
同
じ
)
の
適
否
も
し
く
は
そ
の
履
行
の
有
無
が
争
い
に
な
っ
て
い
る
例

は
少
な
く
な
い
。
し
か
も
、
多
様
な
事
案
に
お
い
て
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
、
そ
れ
ら
の
裁
判
例
を
フ
ォ
ロ
ー
す
る
こ

原職復帰命令の法理論

と
に
よ
り
原
織
復
帰
命
令
の
法
理
と
も
い
う
べ
き
も
の
を
抽
出
し
て
い
き
た
い
。

と
こ
ろ
で
、
具
体
的
論
議
に
入
る
前
に
あ
ら
か
じ
め
、
裁
判
上
ど
の
よ
う
な
形
で
原
職
復
帰
命
令
が
争
わ
れ
て
い
る
か
、

に
つ
い
て
言
及

し
て
お
き
た
い
。
労
委
命
令
と
比
較
し
て
以
下
の
よ
う
な
顕
著
な
相
違
点
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

第
一
に
、
労
働
委
員
会
と
は
異
な
り
、
裁
判
所
で
は
、
種
々
の
訴
訟
形
態
に
お
い
て
原
職
復
帰
命
令
の
適
否
等
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。

具
体
的
に
は
次
の
よ
う
に
区
分
し
う
る
。
そ
の
一
は
、
命
令
の
取
消
訴
訟
ハ
執
行
停
止
の
申
立
も
あ
る
〉
で
あ
る
。
そ
の
こ
は
、
緊
急
命
令
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説

を
め
ぐ
る
争
い
で
あ
り
、
緊
急
命
令
の
申
立
、
取
消
お
よ
び
違
反
の
各
訴
訟
で
あ
る
。
そ
の
一
一
一
は
、
確
定
命
令
の
違
反
の
有
無
を
争
う
も
の

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
各
訴
訟
の
型
に
応
じ
て
、
原
職
復
帰
命
令
を
問
題
に
す
る
仕
方
、
視
角
は
若
干
異
な
る
と
思
わ
れ
る
が
、
以
下
で
は
こ

5命

の
点
に
つ
き
特
別
の
考
慮
を
し
て
い
な
い
。

第
二
に
、
上
述
の
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
裁
判
例
で
は
命
令
違
反
の
有
無
が
争
点
に
な
る
こ
と
が
多
い
。
緊
急
命
令
や
確
定
命
令
違

反
の
事
件
が
ま
さ
に
そ
う
で
あ
る
。

わ
が
国
に
お
い
て
は
、
職
務
(
」

0
5
意
識
が
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
の
で
、

い
か
な
る
措
置
を
も

っ
て
原
職
「
復
帰
」
と
み
な
す
べ
き
か
は
よ
く
争
い
と
な
る
。
裁
判
所
と
し
て
も
、
極
め
て
デ
リ
ケ
ー
ト
な
判
断
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
わ
け

で
あ
る
。
同
時
に
、
実
務
的
に
も
こ
の
点
は
非
常
に
重
要
な
問
題
と
思
わ
れ
る
の
で
、
以
下
で
は
項
を
改
め
て
や
や
詳
し
く
検
討
す
る
こ
と

と
し
た
。(1) 

原
職
復
帰
命
令
の
法
理

労
組
法
二
七
条
四
項
は
、
「
申
立
人
の
請
求
に
か
か
る
救
済
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
認
容
し
、

文
は
申
立
を
棄
却
す
る
命
令
を
発
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
の
み
定
め
、
救
済
内
容
の
決
定
を
労
働
委
員
会
の
広
範
な
裁
量
に
委
ね
て
い
る
。
こ
れ
を
う
け
て
労
働
委
員
会
は
、

解
雇
事
件
に
つ
き
ほ
ぼ
定
型
的
に
原
職
復
帰
と
パ
ッ
ク
・
ベ
イ
の
支
払
い
を
命
じ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
原
職
復
帰
命
令
の
適
法
性
に
つ

い
て
は
ま
っ
た
く
異
論
を
み
な
い
。
と
い
う
よ
り
、
そ
の
点
を
疑
問
視
す
る
発
想
さ
え
な
い
現
状
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
裁
判
所
も
、
こ

の
問
題
を
正
面
か
ら
本
格
的
に
論
じ
て
は
い
な
い
。

そ
う
は
い
っ
て
も
、
原
職
復
帰
命
令
の
必
要
性
や
確
定
性
に
つ
い
て
争
い
に
な
っ
た
事
案
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
特
に
、
解
雇
後
、

場
閉
鎖
や
会
社
解
散
が
な
さ
れ
た
場
合
が
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
時
に
は
、
復
帰
す
べ
き
原
職
の
有
無
が
ま
さ
に
問
題
と
な
り
、
前
述
の
よ
う
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に
労
働
委
員
会
は
、
命
令
内
容
に
つ
き
種
々
の
工
夫
を
こ
ら
し
て
い
る
。
裁
判
上
で
は
、
こ
れ
ら
の
内
、
特
に
原
職
復
帰
を
無
条
件
で
命
じ

た
命
令
の
適
法
性
が
争
わ
れ
て
い
る
。
原
職
が
完
全
に
消
滅
し
た
と
し
て
、
該
命
令
を
違
法
と
み
な
す
例
と
、
い
ま
だ
他
に
同
種
の
仕
事
が

あ
る
と
し
て
適
法
と
す
る
裁
判
仰
が
ほ
ぼ
均
衡
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
結
論
の
相
違
は
、
解
釈
上
の
そ
れ
で
は
な
く
、
事
実
関
係
上

の
相
違
に
由
来
し
て
い
る
側
面
が
多
い
と
思
わ
れ
る
。

以
上
の
場
合
以
外
で
は
、
裁
判
所
は
、
端
的
な
救
済
措
置
と
し
て
、
原
職
復
帰
の
必
要
性
を
強
調
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
被
解
雇
者
が

他
社
に
就
職
し
て
い
た
と
し
て
も
、
原
職
復
帰
命
令
の
必
要
性
を
否
定
す
る
理
由
に
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
解
雇
の
経
緯
等
か
ら
原
職
復
帰

に
同
僚
が
反
対
し
て
お
り
、
そ
れ
を
強
行
し
た
ら
職
場
秩
序
が
乱
れ
る
、
と
の
主
張
が
使
用
者
か
ら
し
ば
し
ば
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

そ
れ
も
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
原
職
復
帰
命
令
は
、
不
可
欠
な
救
済
措
置
と
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
た
だ
、
学
習
研
究

社
主
一
悦
で
は
、
職
場
復
帰
に
よ
っ
て
暴
力
行
為
が
惹
起
さ
れ
る
具
体
的
危
険
性
が
あ
る
と
の
判
断
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
極
め
て
特

異
な
例
と
思
わ
れ
る
。

む
し
ろ
、

〈

6
)

よ
く
争
い
に
な
る
の
は
原
職
復
帰
命
令
の
「
確
定
性
」
に
関
し
て
で
あ
る
。
裁
判
上
、
確
定
性
な
し
と
さ
れ
た
例
は
な
い
が
、

そ
の
判
断
の
過
程
で
、
原
職
復
帰
命
令
と
は
具
体
的
に
い
か
な
る
措
置
を
使
用
者
に
義
務
づ
け
る
も
の
か
、
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
裁
判

所
で
は
、
主
に
命
令
違
反
の
有
無
が
争
わ
れ
る
の
で
、
こ
の
点
の
解
明
は
重
要
な
課
題
と
な
り
、
種
々
の
判
断
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
詳

原職復帰命令の法理論

論
は
後
述
す
る
こ
と
と
し
て
、
こ
こ
で
は
使
用
者
の
一
般
的
な
義
務
に
つ
い
て
だ
け
ふ
れ
て
お
き
た
い
。
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ま
ず
、
「
原
職
復
帰
を
命
ず
る
救
済
命
令
は
、

な
し
得
ベ
き
す
べ
て
の
措
置
を
履
行
す
べ
き
こ
と
を
命
じ
て
い
る
」
。
具
体
的
に

は
、
会
社
の
「
業
務
遂
行
の
体
制
に
完
全
に
組
み
入
れ
た
状
態
に
お
い
て
」
就
労
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
使
用
者
と
し

て
は
、
「
単
に
原
職
に
復
帰
さ
せ
る
旨
意
思
表
示
を
す
る
に
止
ま
ら
ず
、
復
帰
さ
せ
る
べ
き
仕
事
の
内
容
、

で
は
、
使
用
者
は
、
原
職
復
帰
の
実
現
の
た
め
に
い
か
な
る
措
置
を
な
す
べ
き
か
。

者
に
対
し
て
原
職
復
帰
の
実
現
の
た
め
に
必
要
な
限
り
、

使
用

勤
務
場
所
等
を
具
体
的
に
明
示



説

〈

9
V

し
、
被
解
雇
者
に
お
い
て
直
ち
に
就
労
し
う
る
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
」
。

同
時
に
、
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職
務
上
の
地
位
の
変
動
に
つ
い
て
も
配
慮
し
な
け
れ

復
帰
さ
せ
る
べ
き
「
原
職
」
と
は
、
「
学
歴
、
入
行
以
来
の
経
過
年
数
な
ど
を
考
慮
し
て
、
懲
戒
解
雇
ま
た
は
降

(m) 

格
が
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
得
た
で
あ
ろ
う
職
務
、
役
席
を
指
す
も
の
」
で
あ
る
。
以
上
の
見
解
は
、
ほ
ぼ
確
立
し
た
法
理
と
い
え
よ
う
。

ば
な
ら
な
い
。

つ
ま
り
、

論

ハ
1
〉
淀
川
製
鋼
所
事
件
・
昭
一
二
五
・
-
・
二
・
大
阪
高
判
・
労
民
集
一
言
菅
一
号
二
二
頁
。
ま
た
、
緊
急
命
令
が
取
消
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
沢
の
町
モ

ー
タ
l
プ
l
ル
事
件
・
昭
三
二
・
一
一
・
一
四
東
京
地
決
・
労
民
集
八
巻
六
号
九
二
八
頁
、
駐
留
軍
神
戸
補
給
廠
事
件
・
昭
三
三
・
五
・
ご
ニ
東
京
高

決
・
労
民
集
九
巻
六
号
九
二
九
頁
が
あ
る
。

(
2
〉
太
陽
石
油
事
件
・
昭
二
八
・
一

0
・
一
四
高
松
高
決
・
労
民
集
四
巻
五
号
四
四
五
頁
、
淀
川
製
鋼
所
事
件
・
昭
二
九
・
ご
了
二
七
大
阪
地
決
・
労

民
集
五
巻
六
号
七
一

O
頁
、
横
浜
技
術
廠
相
模
本
廠
事
件
・
昭
三
九
・
九
・
二
九
東
京
地
判
・
労
民
集
一
五
巻
五
号
一

O
O
一
一
具
、
オ
ノ
ト
レ
縫
製
事

件
・
昭
五
六
・
ニ
・
五
高
知
地
決
・
労
民
集
三
二
巻
一
号
一
三
頁
。
清
算
会
社
へ
の
原
職
復
帰
を
命
じ
た
も
の
と
し
て
、
東
京
書
院
事
件
・
昭
四
八
・

六
・
二
八
東
京
地
判
・
判
例
タ
イ
ム
ズ
二
九
人
号
三
一
四
頁
が
あ
る
。

(

3

)

米
軍
調
達
部
東
京
支
局
事
件
・
昭
三
三
・
五
・
二
一
東
京
地
決
・
労
民
集
九
巻
五
号
六
四
四
頁
、
リ
ー
ダ
ー
機
械
事
件
・
昭
三
九
・
四
・
二
三
東
京

地
決
・
労
民
集
一
五
巻
二
号
一
一
一
七

O
頁。

(

4

)

第
一
小
型
事
件
・
昭
四
一
・
二
了
二
三
札
幌
地
決
・
労
民
集
一
七
巻
六
号
一
四
七
一
一
員
、
津
和
野
町
農
協
事
件
・
昭
四
二
・
九
・
一
一
一
一
松
江
地

決
・
労
委
速
七
七
二
号
一
五
頁
。

(

5

)

昭
五
七
・
四
・
三

O
東
京
地
決
・
判
例
時
報
一

O
四
九
号
一
四

O
頁
。
本
決
定
の
問
題
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
本
件
評
釈
」
判
例
評
論
二
八
九
号

(
一
九
八
三
年
〉
参
照
。

(
6
〉
新
神
戸
電
機
事
件
・
昭
四
七
・
五
・
一
九
大
阪
地
判
・
判
例
タ
イ
ム
ズ
二
八
二
号
二
五
七
頁
。
ま
た
、
日
本
航
空
事
件
(
後
述
〉
で
も
、
こ
の
点
が

争
わ
れ
て
い
る
。

(

7

)

東
京
交
通
安
全
協
会
事
件
・
昭
四

0
・一

0
・
一
三
東
京
地
決
・
労
民
集
一
六
巻
五
号
六
九
一
頁
。

(

8

)

高
知
放
送
事
件
・
昭
四
六
・
一

0
・
六
高
松
高
決
・
労
民
集
二
二
巻
五
号
九
二
六
頁
。

(

9

)

葦
原
運
輸
機
工
事
件
・
昭
五
一
・
二
・
二
大
阪
地
決
・
労
働
判
例
二
五
四
号
六
七
頁
。



(ω
〉
七
十
七
銀
行
事
件
・
昭
四
五
・
三
・
三
一
宮
城
地
労
委
・
命
令
集
四
二
集
二

O
O頁。

(2) 

原
職
復
帰
命
令
の
履
行

原
職
復
帰
命
令
を
履
行
し
た
と
い
い
う
る
た
め
に
は
、
使
用
者
は
い
か
な
る
措
置
を
と
る
べ
き
か
。

ωで
述
べ
た
一
般
論
を
ふ
ま
え
て
、

こ
こ
で
は
裁
判
例
を
素
材
に
し
て
こ
の
問
題
を
よ
り
詳
し
く
検
討
し
て
い
き
た
い
。
具
体
的
に
は
、
「
原
職
」
と
は
何
か
、

ま
た
、

、
ミ
:

し
カ
カ

る
措
置
を
も
っ
て
「
復
帰
」
と
い
え
る
か
が
問
題
と
な
る
。

ま
ず
、
前
者
か
ら
検
討
し
て
い
く
と
、
第
一
に
、
従
前
よ
り
労
働
条
件
が
不
利
に
な
る
職
は
「
原
職
」
と
は
み
な
さ
れ
な
い
。
主
要
な
労

働
条
件
た
る
賃
金
や
労
働
時
間
等
が
不
利
に
な
る
場
合
だ
け
で
は
な
く
、

職
場
に
お
け
る
評
価
が
低
い
仕
事
に
つ
け
る
こ
と
も
許
さ
れ
な

(

1

)

 

ぃ
。
裁
判
上
、
こ
の
点
が
正
面
か
ら
争
わ
れ
た
こ
と
は
少
な
い
が
、
あ
け
ぼ
の
タ
ク
シ
ー
事
件
で
は
、
勤
務
形
態
の
変
更
(
一
八
時
間
拘
束

制
か
ら
二
四
時
間
拘
束
制
へ
〉
は
命
令
違
反
と
み
な
さ
れ
る
、
と
の
判
断
が
示
さ
れ
て
い
る
。

原職復帰命令の法理論

復
帰
さ
せ
る
べ
き
原
戦
と
は
、
あ
く
ま
で
解
雇
前
に
つ
い
て
い
た
「
職
種
」
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
点
に
つ
き
、
わ
が
国
で

は
、
職
種
・
職
務
の
分
類
や
そ
の
仕
事
の
内
容
等
を
具
体
的
に
表
示
し
た
マ
ニ
ュ
ア
ル
類
が
な
い
場
合
が
多
い
の
で
、
そ
の
特
定
は
必
ず
し

も
容
易
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
裁
判
所
で
は
、
事
実
上
解
雇
前
と
同
じ
仕
事
を
さ
せ
て
い
る
か
、
に
よ
っ
て
命
令
履
行
の
有
無
を
判
断
し
て

第
二
に
、

こ
の
点
に
つ
き
極
め
て
デ
リ
ケ
ー
ト
な
判
断
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

課
、
運
輸
課
の
者
を
建
設
工
事
に
人
夫
と
し
て
使
用
し
た
こ
と
、
通
信
教
育
用
教
材
の
編
集
者
を
単
純
作
業
(
ダ
イ
レ
ク
ト
・
メ

i
ル
の
宛

名
書
き
等
)
に
従
業
さ
せ
た
こ
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
命
令
違
反
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。

い
る
。

職
種
や
経
営
慣
行
に
よ
っ
て
は
、

鉄
道
部
保
線

以
上
は
、
主
に
「
原
職
」
を
め
ぐ
る
論
点
で
あ
る
が
、
同
時
に
「
復
帰
」
の
あ
り
方
も
問
題
と
な
る
。
そ
こ
で
、
第
三
に
、
原
職
復
帰
の
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実
現
の
た
め
に
使
用
者
は
、
必
要
な
具
体
的
指
示
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
漫
然
と
「
原
職
」
や
「
仕
事
の
内
容
」
を
告
知
す
る
だ

け
で
は
足
り
ず
、
よ
り
積
極
的
に
業
務
命
令
を
発
す
る
必
要
が
あ
る
。
原
職
復
帰
命
令
の
存
在
意
義
は
、
ま
さ
に
こ
の
点
に
あ
る
と
い
え
よ

(
4
)
 

ぅ
。
裁
判
上
も
、
労
働
力
に
期
待
し
て
い
な
い
と
し
て
具
体
的
な
業
務
指
示
を
与
え
な
い
こ
と
、
「
所
属
及
び
受
持
車
種
は
従
前
通
り
と
す

(

5

)

 

る
」
と
い
う
に
と
ど
ま
る
こ
と
は
命
令
を
履
行
し
た
こ
と
に
な
ら
な
い
、
と
判
断
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
点
に
つ
き
最
も
詳
細
に
判
示

(
6
)
 

し
て
い
る
高
知
放
送
緊
急
命
令
違
反
事
件
高
松
高
裁
決
定
は
、
原
職
を
離
れ
て
か
ら
四
年
も
経
過
し
て
い
る
こ
と
等
か
ら
使
用
者
は
次
の
措

注
目
す
べ
き
判
旨
と
い
え
よ
う
。
「
右
K
等
が
原
職
復
帰
す
べ
き
時
期
や
、

論

置
を
と
る
べ
し
、
と
し
て
い
る
。

右
復
帰
に
際
し
て
現
実
に
何

人
の
指
揮
命
令
を
受
け
、
ど
の
よ
う
に
し
て
復
帰
す
る
か
、
又
現
に
行
な
っ
て
い
る
事
務
の
引
継
ぎ
を
ど
の
よ
う
に
す
る
か
な
ど
、

い
わ
ゆ

る
復
帰
の
方
法
等
に
つ
い
て
具
体
的
指
示
を
す
る
か
、
又
は
、
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
組
合
と
団
体
交
渉
を
開
き
、
話
合
い
で
そ
の
方
法
等

を
定
め
、
さ
ら
に
は

H
を
除
く
そ
の
余
の
三
名
に
対
し
て
は
、
前
記
の
如
く
原
職
復
帰
に
伴
う
旅
費
等
を
支
払
い
、

H
に
つ
い
て
は
、
後
記

の
如
く
原
職
復
帰
後
の
賃
金
を
あ
ら
か
じ
め
定
め
て
こ
れ
を
明
示
し
な
け
れ
ば
、
抗
告
人
が
右
K
等
を
そ
の
業
務
遂
行
の
体
制
に
完
全
に
組

み
入
れ
て
就
労
さ
せ
よ
う
と
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
」
。

第
四
に
、
復
帰
の
仕
方
に
つ
き
、
次
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
単
な
る
「
形
式
的
」
な
原
職
復
帰
だ
け
で
は
不
十
分
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
あ
く
ま
で
も
現
実
に
就
労
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
、
一
た
ん
「
原
職
復
帰
」
さ
せ
た
直
後
に
正
当
な
理
由
な

(
7
)

ハ
8
)

く
解
雇
・
配
転
す
る
こ
と
は
、
脱
法
的
行
為
と
し
て
命
令
違
反
と
な
る
。
裁
判
上
も
、
原
職
復
帰
後
に
自
宅
待
機
を
命
じ
、
そ
の
後
再
解
雇

(

9

)

(

叩
)

す
る
こ
と
、
ま
た
、
他
部
門
へ
の
出
向
を
命
じ
る
こ
と
は
命
令
違
反
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。

結
局
、
使
用
者
と
し
て
は
、
以
上
の
四
点
に
留
意
し
て
被
解
雇
者
の
原
職
復
帰
を
実
現
す
べ
き
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
以
上
は
、
原
職
復
帰
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
ほ
ぼ
一
般
的
な
要
請
で
あ
る
が
、
職
種
に
よ
っ
て
は
、
特
別
の
配
患
が
必
要
と

さ
れ
る
ケ
I
ス
も
あ
る
。
裁
判
上
争
わ
れ
た
例
と
し
て
以
下
を
あ
げ
う
る
。
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そ
の
一
は
、

技
術
、

技
能
の
低
下
が
問
題
と
な
る
職
種
で
あ
る
。

解
雇
期
問
、

す
な
わ
ち
復
職
ま
で
の
期
聞
が
長
期
化
す
る
に
と
も
な

ぃ
、
労
働
者
と
し
て
の
技
能
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
低
下
す
る
。
と
り
わ
け
、
飛
行
機
の
パ
イ
ロ
ッ
ト
等
高
度
な
技
術
を
要
す
る
も
の
は
そ

う
で
あ
る
。
で
は
、
労
働
委
員
会
と
し
て
は
、
こ
れ
ら
の
職
種
に
つ
き
、
職
場
復
帰
の
前
提
と
し
て
技
能
回
復
訓
練
ま
で
も
命
じ
う
る
で
あ

ろ
う
か
。
こ
の
点
が
正
面
か
ら
争
わ
れ
た
日
本
航
空
事
件
で
、
会
社
側
は
、
当
該
命
令
は
特
定
性
に
欠
け
る
等
の
理
由
で
そ
の
違
法
性
を
主

張
し
た
が
、
認
め
ら
れ
る
に
い
た
ら
な
か
っ
た
。
円
滑
な
職
場
復
帰
に
と
っ
て
む
し
ろ
不
可
欠
な
措
置
と
い
え
よ
う
。

以
上
は
、
訓
練
自
体
を
命
じ
る
命
令
の
適
否
に
関
す
る
判
示
で
あ
る
が
、

き
も
の
と
思
わ
れ
る
。

か
よ
う
な
視
角
は
、
普
通
の
原
職
復
帰
命
令
に
も
貫
か
れ
る
べ

つ
ま
り
、
原
職
復
帰
と
は
、
当
然
、
復
職
に
必
要
な
訓
練
を
も
含
む
、
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
の
こ
は
教
師
の
場
合
で
あ
る
。
教
師
に
は
、
生
徒
、
父
兄
お
よ
び
学
校
と
の
信
頼
関
係
が
強
く
要
請
さ
れ
る
の
で
、

ト
ラ
ブ
ル
発
生
後

の
原
職
復
帰
に
は
種
々
の
胤
牒
が
伴
う
。
と
く
に
、
学
校
当
局
が
、
授
業
や
担
任
を
持
た
せ
る
こ
と
に
難
色
を
一
示
す
場
合
が
多
い
。
た
し
か

に
、
当
局
の
危
倶
も
理
解
で
き
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
側
面
を
強
調
す
る
こ
と
は
、
結
局
、
原
職
復
帰
の
完
全
な
実
現
を
さ

(
沼
)

や
は
り
賛
成
し
か
ね
る
。

ま
た
げ
る
こ
と
に
な
り
、

裁
判
例
は
、
こ
の
点
に
つ
き
ゃ
や
及
び
腰
と
思
わ
れ
る
。

た
と
え
ば
、
「
被
救
済
者
等

が
、
教
育
者
と
し
て
直
接
教
育
業
務
に
従
事
で
き
な
い
こ
と
に
よ
る
精
神
的
苦
痛
、
教
育
技
能
低
下
の
不
安
等
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
推
察

す
る
に
難
く
な
い
け
れ
ど
も
、

一
方
、
関
係
教
職
員
す
べ
て
が
、

一
貫
し
た
方
針
の
も
と
に
、
相
協
力
し
て
そ
の
目
的
を
達
す
べ
き
高
等
教

原職復帰命令の法理論

育
の
特
質
を
考
慮
す
る
と
き
は
、
本
件
救
済
命
令
の
未
だ
確
定
し
な
い
現
段
階
に
お
い
て
、
被
救
済
者
等
の
原
職
復
帰
を
緊
急
命
令
に
よ
り

強
制
す
る
こ
と
は
妥
当
を
欠
く
も
の
で
、
被
申
立
人
の
任
意
の
履
行
を
期
待
す
る
外
な
い
」
、
と
か
、
「
こ
と
は
教
育
の
場
に
お
け
る
紛
争
で

あ
っ
て
、
そ
の
も
た
ら
す
影
響
は
計
り
知
れ
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
解
決
に
は
当
事
者
の
自
主
的
努
力
の
最
も
望
ま
れ
る
と
こ
ろ
で

ま
た
父
母
会

(
P
・
T
-
A
)
が
右
の
者
ら
に
授
業
を
担
当
さ
せ
る
こ
と
に
強
く
反
対
し
、
他
の
教
職
員
中
に
も
反
対
の
者
が
存
在

す
る
こ
と
等
の
事
情
を
無
視
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
か
の
判
断
が
一
罰
さ
れ
て
い
る
。

あ
り
、
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そ
の
三
は
、
管
理
的
な
仕
事
に
た
ず
さ
わ
る
者
の
場
合
で
あ
る
。
さ
す
が
、
こ
の
点
が
争
わ
れ
た
ケ

i
ス
は
少
な
く
、

ク
タ

1
事
件
が
唯
一
の
例
と
思
わ
れ
る
。

マ
y

ク
ス
・
フ
ァ

本
件
で
は
、

原
職
が
係
長
だ
っ
た
の
で
、

係
長
と
し
て
の
仕
事
を
与
え
た
か
否
か
が
争
点
と
な

論

り
、
東
京
地
裁
は
、
係
長
の
主
要
な
業
務
(
ベ
ル
ト
ラ
イ
ン
管
理
業
務
や
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
会
議
へ
の
出
席
)
を
担
当
さ
せ
な
か
っ
た
、
と
判

断
し
た
。
原
則
論
と
し
て
は
そ
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
こ
と
管
理
的
業
務
に
つ
い
て
は
、
事
案
に
よ
っ
て
は
極
め
て
デ
リ
ケ
ー
ト
な
判
断
。
か

余
儀
な
く
さ
れ
よ
う
。
こ
の
点
は
、
昇
進
命
令
に
つ
い
て
も
問
題
と
な
る
、
と
思
わ
れ
る
。

(
1
〉
昭
五
四
・
九
・
ニ

O
福
岡
地
決
・
労
判
カ
l
ド
三
三
五
号
二
五
頁
、
同
事
件
・
昭
五
五
・
七
・
一
七
福
岡
高
決
・
労
判
カ
1
ド
一
二
六
一
号
三
七
頁
。

(

2

)

十
和
田
観
光
電
鉄
事
件
・
昭
三
六
・
一
一
了
二
八
青
森
地
決
・
労
民
集
一
二
巻
六
号
一
一
四
八
頁
。

〈
3
〉
第
一
学
習
社
事
件
・
昭
五
三
・
二
・
七
広
島
地
決
・
労
民
集
二
九
巻
一
号
六
三
頁
、
同
事
件
・
昭
五
三
・
三
・
=
一

O
広
島
高
決
・
労
民
集
二
九
巻
二

号
一
七
四
頁
。

〈
4
)
大
阪
証
券
取
引
所
事
件
・
昭
四
二
・
一

0
・
二
回
大
阪
地
決
・
判
例
時
報
五
二
四
号
七
九
頁
、
同
事
件
・
昭
四
三
・
二
・
三

O
大
阪
商
決
・
労
民
集

一
九
巻
三
号
六
九
三
頁
、
道
北
観
光
バ
ス
事
件
・
昭
五
七
・
四
・
二
六
旭
川
地
決
・
中
央
労
働
時
報
六
九
一
号
三

O
頁。

(

5

)

草
原
運
輸
機
工
事
件
・
昭
五
一
・
ニ
・
二
大
阪
地
決
・
労
働
判
例
一
一
五
四
号
六
七
頁
。

(
6
〉
昭
四
六
・
一

0
・
六
高
松
高
決
・
労
民
集
ニ
ニ
巻
五
号
九
二
六
頁
。

〈
7
〉
正
当
な
理
由
あ
り
と
さ
れ
た
事
案
と
し
て
、
ア
マ
ダ
事
件
・
昭
四
一
・
入
・
三
O
東
京
地
判
・
判
例
時
報
四
六
八
号
六
六
頁
が
あ
る
。

ハ8
)
太
陽
石
油
事
件
・
昭
二
人
・
一

0
・
一
四
高
松
高
決
・
労
民
集
四
巻
五
号
四
四
五
頁
は
、
「
解
雇
が
最
初
か
ら
本
件
命
令
を
履
行
し
な
い
意
図
の
下

に
、
一
旦
擬
装
的
な
完
全
復
職
の
措
置
を
講
じ
、
然
る
後
脱
法
的
に
為
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
」
、
命
令
違
反
に
な
る
と
判
断
し
て
い
る
。

(

9

)

キ
ュ
ー
ピ
ー
事
件
・
昭
四
三
・
一
・
二
五
東
京
地
決
・
労
民
集
一
九
巻
一
号
一
八
頁
、
同
事
件
・
昭
四
三
・
五
・
二
ハ
東
京
高
決
・
労
民
集
一
九
巻

三
号
七
四
三
頁
。

〈
叩
)
十
和
田
観
光
電
鉄
事
件
・
昭
三
七
・
四
・
一
一
一

O
仙
台
高
決
・
労
民
集
一
一
一
一
巻
二
号
五
五
八
頁
。

(
日
)
緊
急
命
令
の
申
立
や
違
反
を
め
ぐ
り
以
下
の
よ
う
に
多
く
の
裁
判
例
が
あ
る
。
昭
四
四
・
九
・
一
一
一

O
東
京
地
決
・
労
民
集
二

O
巻
五
号
二
一
五
五
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頁
、
昭
四
五
・
五
・
一
入
東
京
地
決
・
労
民
集
一
二
巻
一
二
号
六
六
六
号
、
昭
四
六
・
=
了
一
九
東
京
高
決
・
労
民
集
二
二
巻
二
号
三

O
九
頁
、
昭
四

六
・
入
・
二

O
東
京
高
決
・
労
民
集
ニ
二
巻
四
号
八

O
一
二
頁
、
昭
四
八
・
一
・
一
一
六
義
二
小
判
・
労
働
関
係
最
高
裁
判
例
集
(
労
働
省
労
政
局
編
〉
一
一
一

二
ニ
頁
。

(
ロ
〉
東
京
交
通
安
全
協
会
事
件
・
昭
四

0
・一

0
・
一
一
一
一
東
京
地
決
・
労
民
集
一
六
巻
五
号
六
九
一
頁
。
な
お
、
ニ
ュ

l
ド
ラ
イ
バ
ー
教
習
所
事
件
・
昭

五
二
・
六
・
三

O
京
都
地
決
・
判
例
時
報
八
七
九
号
一
四
六
頁
も
参
照
。

ハ
臼
〉
主
た
る
職
務
で
あ
る
授
業
を
担
当
さ
ぜ
な
い
こ
と
は
命
令
違
反
と
さ
れ
て
い
る
(
愛
国
学
園
事
件
・
昭
四
九
・
九
・
二
八
東
京
高
決
・
判
例
時
報
七

六
五
号
一

O
四
頁
)
。

〈
は
)
谷
間
学
園
事
件
・
昭
三
人
・
七
・
一
七
大
阪
地
決
・
労
民
集
一
四
巻
四
号
九
一
四
頁
。

ハ
日
)
愛
国
学
園
事
件
・
昭
四
九
・
七
・
二
四
東
京
地
決
・
判
例
時
報
七
五
九
号
一

O
六
頁
。
緊
急
命
令
違
反
の
過
料
額
を
決
定
す
る
際
、
以
上
の
こ
と
が

劉
酌
さ
れ
て
い
る
。

(
叩
山
)
昭
五
三
・
六
・
三

O
東
京
地
決
・
労
民
集
二
九
巻
五
・
六
号
六
七
一
一
良
。

結
圭五
ロロ

!
日
米
法
理
の
比
較
1

原
職
復
帰
命
令
の
法
理
に
関
し
て
は
、

日
米
を
通
じ
て
ほ
と
ん
ど
本
格
的
な
検
討
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
主
に
命

原職復帰命令の法理論

令
例
や
裁
判
例
を
素
材
に
し
て
、
原
職
復
帰
命
令
の
具
体
的
内
容
や
命
令
履
行
の
態
様
に
つ
き
検
討
を
試
み
た
。
そ
れ
を
通
じ
て
、
原
職
復

帰
命
令
の
「
法
理
論
」
と
も
い
う
べ
き
も
の
を
そ
れ
な
り
に
抽
出
し
え
た
、

と
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
、

最
後
に
、

以
上
の
論
議
を
ふ
ま
え

て
、
原
職
復
帰
命
令
に
関
す
る
日
米
法
理
(
「
法
理
」
と
い
う
の
が
大
袈
裟
な
ら
ば
、
事
件
処
理
の
仕
方
〉
の
比
較
を
試
み
た
い
。
同
時
に
、

今
後
論
議
す
べ
き
問
題
点
、
と
り
わ
け
実
務
的
な
そ
れ
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

ま
ず
、

日
米
聞
に
お
け
る
事
件
処
理
方
法
の
相
違
は
、
概
ね
次
の
三
点
に
集
約
し
う
る
。
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説

第
一
は
、
救
済
機
関
に
関
す
る
。

ア
メ
リ
カ
法
上
、

不
当
労
働
行
為
の
救
済
機
関
は
、
行
政
委
員
会
た
る

N
L
R
B
だ
け
な
の
で
、
再
雇

用
命
令
の
法
理
は
、
も
っ
ぱ
ら
行
政
救
済
法
理
と
し
て
形
成
さ
れ
て
き
た
。
同
時
に
、
私
法
上
、
解
雇
自
由
の
原
則
が
貫
徹
し
て
お
り
、
さ

5命

ら
に
、
解
雇
「
無
効
」
と
の
発
想
が
ま
っ
た
く
な
い
の
で
、
こ
の
点
か
ら
も
、

〈

1
)

い
る
。

N
L
R
B
の
再
雇
用
命
令
は
、
独
自
の
救
済
と
み
な
さ
れ
て

わ
が
国
で
は
、
周
知
の
よ
う
に
裁
判
所
も
不
当
労
働
行
為
た
る
解
雇
を
「
無
効
」
と
し
、
従
業
員
た
る
地
位
の
保
全
を
認
め
て
い

る
。
労
働
委
員
会
と
ほ
ぼ
同
種
の
救
済
を
な
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
二
重
救
済
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
は
、
有
力
な
批
判
が
な
い
わ
け

他
方
、

で
は
な
い
が
、
判
例
・
学
説
上
確
固
と
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
が
不
当
労
働
行
為
法
理
の
混
乱
(
混
迷
?
)
を
招
く

遠
因
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
否
定
す
べ
く
も
な
い
。
パ
ッ
ク
・
ベ
イ
法
理
や
不
当
労
働
行
為
意
思
論
が
そ
の
好
例
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
原
職

復
帰
命
令
の
法
理
に
関
し
て
は
、
本
格
的
な
論
議
が
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
こ
の
種
の
混
乱
は
み
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
混
乱

さ
え
な
い
、
と
表
現
し
た
方
が
正
確
か
も
し
れ
な
い
が
。

第
二
は
、
救
済
命
令
の
一
般
的
な
型
、
具
体
的
に
は
、

い
か
な
る
行
為
が
使
用
者
に
命
じ
ら
れ
る
か
、

に
関
す
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、

米
聞
で
、
顕
著
な
相
違
が
み
ら
れ
る
。
ま
ず
、

N
L
R
B
は
、
再
雇
用
自
体
で
は
な
く
、
再
雇
用
の
「
申
し
出
」
を
す
る
こ
と
を
使
用
者
に

命
じ
て
い
る
。
申
し
出
に
応
じ
て
復
職
す
る
か
否
か
は
、
も
っ
ぱ
ら
被
解
雇
者
の
選
択
に
委
ね
ら
れ
て
お
り
、
事
実
上
応
じ
な
い
例
が
多
々

あ
る
こ
と
は
す
で
に
み
た
と
お
り
で
あ
る
。
で
は
、
な
ぜ
か
よ
う
な
回
り
く
ど
い
措
置
が
と
ら
れ
た
の
か
。
そ
の
理
由
は
、
必
ず
し
も
あ
き

ら
か
で
は
な
い
が
、

つ
ま
り
、
行
政
委
員
会
た
る

N
L
R
B
は
、
あ

N
L
R
B
主
導
型
で
救
済
が
な
さ
れ
て
い
る
ゆ
え
、
と
推
察
さ
れ
る
。

く
ま
で
「
公
益
」
擁
護
を
目
的
と
し
て
い
る
の
で
、
事
件
処
理
も
N
L
R
B
主
導
型
で
な
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
救
済
内
容
に
つ
き
被
解

雇
者
個
人
の
意
向
が
十
分
に
反
映
さ
れ
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
被
解
雇
者
が
復
職
を
望
ま
な
い
こ
と
も
あ
り
う
る
。
こ
の
場
合
、
復
職
を
強

制
す
る
の
は
ま
っ
た
く
ノ
ン
セ
ン
ス
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
点
に
つ
き
被
解
雇
者
の
意
向
を
尊
重
す
る
た
め
に
、
か
よ
う
な
型
の
命
令
が
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発
せ
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

他
方
、
わ
が
国
で
は
、
使
用
者
に
対
し
、
被
解
雇
者
を
原
職
復
帰
さ
せ
よ
、
と
端
的
に
命
じ
て
い
る
。
労
働
委
員
会
の
手
続
が
当
事
者
主

義
的
構
造
な
の
で
、

N
L
R
B
の
な
し
て
い
る
よ
う
な
配
慮
は
必
要
で
な
い
か
ら
で
あ
る
。

原
職
復
帰
命
令
の
具
体
的
内
容
に
関
す
る
。
日
米
と
も
、

第
三
は
、

事
案
に
応
じ
た
適
切
な
救
済
を
な
す
こ
と
が
強
く
要
請
さ
れ
て
お

り
、
原
職
復
帰
命
令
に
つ
い
て
も
種
々
の
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
、
復
職
の
結
果
、
過
剰
人
員
が
発
生
す
る
場
合
の
処
理
に

つ
い
て
は
、

日
米
間
で
は
っ
き
り
と
し
た
相
違
が
み
ら
れ
る
。

ま
ず
、
わ
が
国
の
労
使
関
係
に
お
い
て
は
、
最
近
要
員
管
理
が
厳
格
化
し
た
と
は
い
え
、
こ
の
点
に
つ
き
明
確
な
ル

1
ル
を
設
定
す
る
こ

と
は
一
般
化
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
労
働
委
員
会
も
、
復
職
に
よ
る
過
剰
要
員
発
生
の
問
題
に
ほ
と
ん
ど
留
意
し
て
は
い
な
い
。
過

剰
要
員
発
生
の
リ
ス
ク
は
、
当
然
、
不
当
解
雇
を
な
し
た
使
用
者
に
あ
る
と
み
な
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
た
だ
、
会
社
解
散
や
工
場
閉
鎖

の
場
合
等
、
原
職
が
完
全
に
消
滅
し
た
ケ
l
ス
に
つ
い
て
の
み
若
干
の
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

他
方
、

N
L
R
B
は
、
剰
員
の
発
生
に
つ
き
そ
れ
な
り
に
配
慮
し
、
事
案
に
よ
っ
て
は
き
め
細
か
な
命
令
を
発
し
て
い
る
。

た
と
え
ば
、

代
置
労
働
者
の
解
雇
一
、
先
任
権
基
準
に
よ
る
仕
事
の
割
り
当
て
、
優
先
雇
用
リ
ス
ト
へ
の
残
余
者
の
記
載
、
と
の
順
で
復
職
の
実
現
に
努
め

よ
、
と
の
私
的
が
そ
の
好
例
で
あ
る
。
か
よ
う
な
措
置
の
前
提
は
、
ア
メ
リ
カ
労
使
関
係
上
、
先
任
権
制
度
に
基
づ
い
た
明
確
な
要
員
管
理

原職復帰命令の法理論

ル
ー
ル
が
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
第
三
の
相
違
点
は
、
主
に
、
労
使
関
係
制
度
の
違
い
に
由
来
し
て
い
る
と
い
え

ト
ι
h
h
j

。

わ
が
国
の
原
職
復
帰
命
令
に
つ
き
、
検
討
す
べ
き
課
題
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
原
職
復
帰
命
令

の
基
本
的
な
あ
り
方
や
そ
れ
を
支
え
る
「
法
理
」
に
は
、
そ
れ
ほ
ど
の
問
題
は
な
い
と
考
え
る
。
た
だ
、
今
後
、
と
り
わ
け
実
務
的
に
検
討

以
上
の
論
議
を
ふ
ま
え
て
、
最
後
に
、

す
べ
き
は
次
の
二
点
で
あ
ろ
う
。
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説

そ
の
一
は
、
復
職
時
期
の
問
題
で
あ
る
。
パ
ッ
ク
・
ベ
イ
の
支
払
い
と
は
異
な
り
、
復
職
に
は
受
け
入
れ
の
た
め
、
も
し
く
は
技
能
回
復

論

の
た
め
の
準
備
期
聞
が
不
可
欠
で
あ
る
。
同
時
に
、
関
係
者
の
人
事
異
動
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
場
合
も
多
々
あ
る
。
他
方
、
被
解
雇
者
と
し

て
は
迅
速
な
救
済
を
望
む
。
し
た
が
っ
て
、
事
案
に
よ
っ
て
は
、
命
令
に
お
い
て
、
復
職
時
期
等
を
特
定
す
る
こ
と
が
適
切
で
は
な
か
ろ
う

か
w

無
用
な
労
使
紛
争
の
回
避
の
た
め
に
も
、
命
令
履
行
の
有
無
を
明
確
化
す
る
た
め
に
も
必
要
な
措
置
と
思
わ
れ
記
。

そ
の
こ
は
、
復
職
の
結
果
、
剰
員
が
発
生
し
た
場
合
の
処
理
で
あ
る
。

N
L
R
B
と
は
異
な
り
、
わ
が
国
の
労
働
委
員
会
は
、
こ
の
点
に

っ
き
ほ
と
ん
ど
留
意
し
て
は
い
な
い
。
そ
れ
は
そ
れ
で
一
つ
の
見
識
で
あ
る
。
し
か
し
、
大
量
解
雇
や
整
理
解
雇
の
事
案
に
お
い
て
、
被
解

ポ
ス
ト
が
限
定
さ
れ
て
い
て
、
す
で
に
代
置
者
が
い
る
ケ

l
ス
な
ど
で
は
、
実

雇
者
全
員
の
即
時
復
帰
が
事
実
上
不
可
能
な
場
合
、
ま
た
、

際
上
、
極
め
て
デ
リ
ケ
ー
ト
な
問
題
が
発
生
す
る
。
特
に
、
小
企
業
の
ケ
!
ス
に
つ
き
そ
の
よ
う
に
い
え
よ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
労
使
関
係
の

円
滑
化
の
観
点
か
ら
は
、
こ
の
点
に
つ
き
そ
れ
な
り
の
配
慮
が
必
要
な
場
合
も
少
な
く
な
い
、
と
思
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
具
体
的
に
ど
の

よ
う
な
内
容
の
命
令
を
発
す
べ
き
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
極
め
て
む
ず
か
し
い
問
題
で
は
あ
る
が
。

(
1
〉
も
っ
と
も
、
仲
裁
人
の
裁
定
や
公
民
権
法
第
七
編
上
の
雇
用
差
別
に
対
す
る
救
済
と
の
関
連
で
は
、
復
職
措
置
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。

(

2

)

石
川
・
前
掲
書
二
七
七
頁
。
か
よ
う
な
観
点
か
ら
次
の
よ
う
な
基
本
的
な
指
摘
も
な
さ
れ
て
い
る
(
一
一
二
ニ

O
頁
〉
。
「
解
雇
が
不
当
労
働
行
為
と
さ
れ

た
場
合
に
原
職
復
帰
を
命
ず
る
こ
と
に
疑
い
を
抱
く
者
は
い
な
い
が
、
原
職
復
帰
命
令
は
、
正
に
、
採
用
強
制
命
令
な
の
で
あ
る
。
解
雇
が
民
事
法
上

無
効
で
あ
る
か
ど
う
か
は
労
働
委
員
会
の
関
知
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
解
雇
が
民
事
上
無
効
で
あ
ろ
う
と
有
効
で
あ
ろ
う
と
、
原
職
復
帰
命
令
を
出

す
。
む
し
ろ
、
無
効
で
あ
る
場
合
に
は
、
敢
え
て
労
働
委
員
会
に
よ
る
救
済
命
令
を
倹
つ
必
要
は
な
い
。
真
に
救
済
命
令
が
意
味
を
も
つ
の
は
、
解
雇

が
裁
判
上
は
有
効
な
場
合
で
あ
る
と
い
う
立
言
の
方
が
正
鵠
に
近
い
」
。

ハ
3
〉
肘
任
。
】
』
・
同
5
P
H
A
O
Z
F見
切

N
U
N
(
忌出
N
)
・

ハ
4
〉
石
川
吉
右
衛
門
「
石
井
新
聞
広
事
件
評
釈
ハ
昭
三
五
・
七
・
二
三
東
京
地
決
・
労
民
集
一
一
巻
四
号
七
八
一
一
良
〉
」
東
大
労
働
法
研
究
会
『
労
働
判

例
評
釈
集

ω』
一
一
一
七
一
頁
は
、
原
職
復
帰
命
令
に
期
限
を
明
示
す
べ
き
、
と
提
言
し
て
い
る
。
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(

5

)

前
述
の
よ
う
に
、
復
帰
の
仕
方
に
つ
き
団
交
す
べ
き
こ
と
を
命
じ
て
い
る
例
も
あ
る
。
ま
た
、
高
知
放
送
事
件
・
昭
四
六
・
一

0
・
六
高
松
高
決
・

労
民
集
二
二
巻
五
号
九
二
六
頁
も
参
照
。

(
6
〉
た
と
え
ば
、
マ
ッ
ク
ス
・
フ
ァ
ク
タ
ー
事
件
・
昭
五
三
・
六
・
三

O
東
京
地
決
・
労
民
集
二
九
巻
五
・
六
号
六
七
一
頁
。

へ7
)
実
際
上
は
、
命
令
発
布
後
の
自
主
交
渉
に
お
い
て
、
そ
れ
な
り
に
「
適
切
」
な
処
理
が
な
さ
れ
て
い
る
。

原磯復帰命令の法理論
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<:Summaries of Contents)> 

The Comparative Study of the Reinstatement Order 

between ]apan and the U.S. 

Tetsunari DOKO* 

1. Article 7 of our Trade Union Act provides that an employer shall 

be disallowed to discharge a worker by reason of his being a member 

of a trade union or having performed proper activities of a trade 

union. Whenever the Labor Relations Commission finds an employer 

violating that provision， LRC usually issues哩anorder to reinstate a 

discharged worker in his former position with back pay. National 

Labor Relations Board of the U. S. issues the same order in that 

case. So， in this article， 1 research the comparative study of the 

reinstatement order between Japan and the U. S. 

2. In my conclusion， points of di任erencebetween them are as 

follows. First， in the U. S.， the court has no authority to issue the 

reinstatement order in that case. But， in 011r legal system， the 

court， like LRC， may issue the same order. A two way remedial system 

is a distinctive characteristic of our labor law. 

Secondly， there is difference concerning the basic pattern of re-

medial order. NLRB orders an employer to 0妊erto reinstate a dis-

charged worker. And NLRB leaves it optional with the worker wheth-

er he will accept the offer. Practically， however， many workers 

will not retrieve their former positions for fear of their employers' 

reprisals. In Japan， LRC orders an employer to reinstate an employee. 

Thirdly， our LRC does not consider the problem of redundancy 

of work force which breaks out as a result of the reinstatement. But， 

NLRB carefully takes that problem into consideration. Divergence of 

labor management relations system seems to explain these di任erentways 

of dealings. 

* Associate Professor of Law， Faculty of Law， Hokkaido University 

I 北法34(2・236)45日


